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&
ト
リ
久
局
、
。
ル

第
三
競

平
成
十
七
年
十
一
一
月
設
行

第
六
十
四
巻

記
憶
さ
れ
る
西
周
史

|
|
速
盤
銘
の
解
譲
|
|

ームャー

井

最

徳

は

じ

め

に

第

一

章

二

つ

の

王

統

譜

第

二

章

軍

一

族

の

系

譜

第

三

章

康

王

濁

隼

第

四

章

周

王

の

記

憶

お

わ

り

に

lま

じ

め

二
O
O
三
年
一
月
一
九
日
、
陳
西
省
賓
鶏
市
眉
牒
楊
家
村
の
窓
口
穴
か
ら
二
七
件
の
青
銅
器
が
出
土
し
た
。
鼎
二
一
・
一
同
九
・
方
壷
二
・
盤

-
禾
皿
一
・
匝
一

-
孟
一
か
ら
な
る
こ
の
青
銅
器
群
に
は
す
べ
て
銘
文
が
備
わ
っ
て
お
り
、
な
か
で
も
四
十
二
年
速
鼎
(
二
件
)
・
四
十
三
年

457 

連
鼎
(
一

O
件
)
・
速
盤
(
一
件
)
と
名
づ
け
ら
れ
た
青
銅
器
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
一
八
一
宇
・
二
二
六
字
・
三
七
一
戸
子
と
い
う
西
周
期
屈
指
の
長

十
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銘
が
刻
さ
れ
て
い
た
。
三
七
二
字
か
ら
な
る
速
盤
銘
は
、
「
速
日
く
」
と
の
書
き
だ
し
で
始
ま
る
白
連
型
式
の
前
半
部
分
と
、
「
王
若
く
日
く
」

で
始
ま
る
冊
命
儀
穫
を
記
録
し
た
後
宇
部
分
か
ら
な
る
が
、

そ
の
前
宇
部
分
は
、
皇
高
租
車
公
か
ら
始
ま
る
速
の
祖
先
た
ち
が
歴
代
周
王
に
仕

え
て
き
た
こ
と
を
記
す
極
め
て
異
例
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
銘
文
が
言
及
す
る
周
王
は
、
丈
王
・
武
王
・
成
王
・
康
王
・
昭
王
・
穆
王
・
共

王
・
諜
王
・
考
王
(
孝
王
)
・
得
王
(
夷
王
)
・
刺
王
(
属
王
)
の
一
一
王
と
、
速
が
仕
え
る
「
天
子
」
の
計
一
二
王
で
、
こ
の
「
天
子
」
が
宣
王

を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い
。
速
盤
と
共
に
出
土
し
た
四
十
二
年
法
鼎
「
四
十
又
二
年
五
月
就
生
覇
乙
卯
」
と
四
十
三
年
連
鼎
「
四
十
又
三
年
六

(
2
)
 

月
既
生
覇
丁
亥
」
の
二
つ
の
紀
時
も
ま
た
、
宣
王
の
在
位
年
教
を
四
六
年
と
惇
え
る
文
献
史
料
と
矛
盾
し
な
い
。

丈
王
か
ら
数
え
れ
ば
、
紀
元
前
七
七
一
年
の
幽
王
の
滅
亡
ま
で
、
西
周
王
朝
に
は
二
二
人
の
王
が
在
位
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
、
第
八

代
龍
王
の
死
後
、
龍
王
の
父
共
王
の
弟
孝
王
が
即
位
し
、
そ
の
死
後
に
は
龍
王
の
太
子
で
あ
っ
た
夷
王
が
即
位
す
る
と
い
う
王
位
継
承
の
混
乱

(
3
)
 

が
あ
っ
た
こ
と
を
『
史
記
』
は
惇
え
て
お
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
丈
王
か
ら
幽
王
ま
で
は
一
二
世
代
と
な
る
。
速
盤
銘
は
、
こ
の
一
一
一
世
代
・

一
三
王
の
う
ち
、
現
「
天
子
」
で
あ
る
宣
王
を
含
む
一
一
一
王
の
在
位
に
言
及
し
て
お
り
、
青
銅
器
銘
に
よ
っ
て
直
接
的
に
そ
の
貰
在
を
確
認
で

き
な
い
王
は
幽
王
一
人
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。
「
父
」
「
租
」
あ
る
い
は
「
兄
」
と
い
っ
た
段
王
の
績
柄
に
言
及
す
る
甲
骨
史
料
と
比
較
し
た

と
き
、
周
王
そ
れ
ぞ
れ
の
績
柄
を
示
す
情
報
が
含
ま
れ
て
い
な
い
憾
み
は
あ
る
も
の
の
、

一
一
一
人
の
周
王
を
在
位
順
に
記
す
速
盤
銘
の
出
現
に

よ
っ
て
西
周
王
朝
の
「
王
統
譜
」
は
ほ
ぼ
確
賓
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
王
国
維
は
「
紙
上
の
材
料
」
と
「
地
下
の
材
料
」
を
併
用
す
る
「
二
重
詮
擦
法
」
を
提
唱
し
、
甲
骨
史
料
あ
る
い
は
竹
筒
・
木
臆
史

(
4
)
 

料
に
お
い
て
そ
の
論
詮
能
力
の
高
さ
を
示
し
た
が
、
連
盤
銘
の
出
現
に
よ
っ
て
、
西
周
王
朝
の
王
統
譜
も
よ
う
や
く
そ
の
洗
曜
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
王
国
維
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
一
一
重
誼
擦
法
が
地
下
の
新
材
料
に
よ
っ
て
「
紙
上
の
材
料
を
補
正
す
る
こ
と
が
で

(
5
)
 

き
る
」
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
な
ら
ば
、
地
下
の
新
材
料
た
る
速
盤
銘
は
紙
上
の
材
料
に
如
何
な
る
補
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
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信
用
一
士
早

二
つ
の
王
統
語

一
九
七
六
年
三
一
月
に
陳
西
省
扶
風
牒
荘
白
一
競
空
白
蔵
か
ら
も
う
一
つ
の
「
王
統
譜
」
が
出
土
し

(
6
)
 

て
い
る
。
総
計
一

O
三
件
、
有
銘
青
銅
器
七
四
件
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
微
氏
家
族
青
銅
器
群
の
一
つ
史
脂
盤
(
一

O
一
七
五
・

E
)

で
あ
る
。
盤

面
に
鐸
込
ま
れ
た
二
八
四
字
の
銘
文
は
、
中
央
の
空
白
部
に
よ
っ
て
前
後
二
段
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
前
段
部
分
は
歴
代
周
王
の
事
績
、

速
盤
の
護
見
に
先
立
つ
こ
と
約
二
五
年
、

後
段
(
厳
密
に
は
前
段
最
後
の
一
一
一
文
字
日
か
ら
)
は
微
氏
一
族
の
記
述
に
嘗
て
ら
れ
て
い
る
。
歴
代
周
王
の
事
績
を
記
す
銘
丈
前
段
を
示
せ
ば
、

嗣
回
同
同
団
回
、
初
め
て
政
に
盤
訴
せ
り
o

上
帝
、
議
懐
を
降
し
て
大
い
に
黙
り
、
上
下
を
旬
有
し
、
高
邦
を
合
わ
せ
受
け
し
め
た

と
お

り
。
嗣
閣
四
川
川
団
回
、
四
方
を
遍
祉
し
、
段
を
撞
ち
、
暁
民
は
、
水
く
恐
る
る
こ
と
な
く
、
宜
・
微
を
秋
ざ
け
、
夷
童
を
伐
ち
た
り
。

属
国
同
凶
四
回
、
左
右
は
柔
曾
剛
鯨
に
し
て
、
用
て
こ
こ
に
周
邦
を
縦
め
た
り
。
両
町
同
凶
団
回
、
臨
し
み
て
億
彊
を
科
し
た
り
。

お

お

は

か

り

ご

と

嗣
胤
同
凶
岡
田
、
麿
く
楚
荊
を
能
め
、
こ
れ
狩
り
し
て
南
行
せ
り
。
風
岡
同
凶
岡
田
、
苛
い
な
る
蒔
に
型
帥
い
、
結
ね
て
天
子
を

つ

わ

ざ

わ

い

つ

つ

し

お

お

は

か

り

寧
ん
じ
た
り
。
岡
田
園
み
て
丈
・
武
の
長
刺
を
展
ぎ
、
天
子
、
眉
に
し
て
旬
無
し
。
上
下
を
寒
祁
し
、
亙
み
て
、
退
い
な
る
慕
を

ひ

ろ

あ

紙
め
、
日
夫
招
に
し
て
具
く
亡
し
。
上
帝
は
嗣
燕
し
、
尤
に
天
子
に
棺
命
・
厚
一
耐
・
豊
年
を
保
授
し
、
方
置
も
矧
見
せ
ざ
る
は
亡
し
。

と
な
り
、
丈
王
・
武
王
・
成
王
・
康
王
・
昭
王
・
穆
王
と
、
史
摘
が
仕
え
る
「
天
子
」
す
な
わ
ち
共
王
の
計
七
王
に
及
ぶ
西
周
王
朝
の
王
統
譜

が
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

作
器
者
史
脂
の
租
先
に
言
及
す
る
銘
文
後
段
は
、
こ
の
前
段
部
分
と
針
の
関
係
に
あ
り
、
「
日
古
な
る
丈
王
」
や
「
娼
固
な
る
武
王
」
と
い

459 

っ
た
表
記
と
同
じ
く
二
丈
字
か
ら
な
る
形
容
句
を
伴
い
つ
つ
、
「
静
幽
な
る
高
組
」
「
微
の
史
た
る
刺
租
」
「
勇
恵
な
る
乙
租
」
「
舜
明
な
る
亜
組

た
J

弘
J

組
立
干
」
「
者
遅
な
る
丈
考
乙
公
」
「
孝
友
な
る
史
賠
」
と
表
記
さ
れ
る
微
氏
家
族
六
代
の
事
績
を
記
録
す
る
。
た
だ
し
、
微
氏
の
組
先
と
歴
代
周

王
と
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
に
言
及
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
「
武
王
、
肢
に
肢
を
弐
つ
に
お
い
て
、
微
の
史
た
る
刺
組
、
す
な
わ
ち
来

い

え

あ

た
り
て
武
王
に
見
ゆ
。
武
王
、
則
ち
周
公
に
命
じ
、
寓
を
周
に
舎
き
て
、
慮
ら
し
め
た
り
」
の
一
文
に
よ
っ
て
、
「
微
の
史
た
る
刺
組
」
が
武

十
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王
克
段
期
に
周
に
蹄
属
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
み
で
あ
る
。

一
方
、
西
周
王
朝
の
歴
代
一
一
一
王
の
在
位
に
言
及
す
る
速
盤
銘
の
前
半
部
分
は
、
速
の
租
先
た
ち
と
一
幣
代
周
王
と
の
か
か
わ
り
を
執
劫
に
記

述
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
部
分
の
誼
み
下
し
を
示
そ
う
。

速
日
く
、
歪
搬
な
る
肋
が
劃
骨
相
思
到
、
起
々
と
し
て
克
く
そ
の
徳
を
明
哲
に
し
、
団
回
川
園
田
を
爽
召
し
、
段
を
捷
ち
、
天
の
魯
ム
叩

お

を
暦
受
し
、
四
方
を
旬
有
せ
り
。
並
び
に
そ
の
勤
め
た
ま
え
る
彊
土
に
宅
り
て
、
用
て
上
帝
に
配
さ
る
。
こ
こ
に
朕
が
皇
高
組
公
叔
、
克

1
1
1
1
1
J

あ

ま

ね

と

お

く
瓦
王
を
速
匹
し
、
大
命
を
成
受
し
、
方
く
不
享
を
秋
、
ざ
け
、
用
て
四
園
・
寓
邦
を
奨
め
た
り
。
こ
こ
に
肢
が
皇
高
租
新
室
仲
、
克
く

そ
の
心
を
幽
明
に
し
、
遠
き
を
柔
ら
げ
齢
、
会
己
を
臨
め
、
閣
国
を
舎
召
し
、
方
く
不
廷
を
艇
け
た
り
。
こ
こ
に
肢
が
国
副
岡
国
側
劃
刻
、

1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
|
|」
た

す

政
に
藍
訴
し
、
猷
に
成
る
有
り
、
用
て
石
町
王
・
穆
王
を
命
日
け
、
政
を
四
方
に
延
き
、
楚
剰
を
撲
伐
せ
り
。
こ
こ
に
朕
が
皇
高
祖
零
伯
、

そ
の
心
を
発
明
に
し
、
口
服
を
墜
さ
ず
、
用
て
司
閣
円
山
閣
』
に
応
え
た
り
。
こ
こ
に
股
が
劃
到
刑
制
州
、
釘
め
て
諌
々
と
し
、
克
く
そ

#
っ
#
つ

の
船
山
画
団
川
畑
国
を
軒
け
保
ち
、
周
邦
に
成
る
有
り
。
こ
こ
に
股
が
劃
号
劃
劇
、
穆
々
越
々
と
し
て
、
政
に
献
詞
し
、
躍
に
明
陸
に
し

て
、
両
国
を
享
佐
せ
り
o

劃
は
臨
め
て
股
が
皇
組
考
の
服
を
伶
ぎ
、
夙
夜
を
苧
ゅ
、
股
が
死
事
を
敬
め
り
。
ゆ
え
に
閑
国
は
多
く
速
に

た

ま

も

の

い

た

休
を
賜
る
。
天
子
よ
、
そ
れ
高
年
無
彊
、
黄
肴
に
香
る
ま
で
、
周
邦
を
保
実
し
、
四
方
を
諌
酔
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
と
。

皇
高
組
問
早
公
に
始
ま
り
、
皇
高
組
公
叔
・
白
玉
高
租
新
室
仲
・
皇
高
祖
恵
仲
金
父
・
皇
高
祖
零
伯
・
皇
亜
組
諮
仲
・
皇
考
共
叔
と
績
く
一
族
七

代
が
、
そ
れ
ぞ
れ
丈
王
・
武
玉
、
成
玉
、
康
玉
、
昭
王
・
穆
王
、
共
王
・
諮
王
、
考
王
(
孝
王
)
・
得
王
(
夷
王
)
、
刺
王
(
属
王
)
に
仕
え
、
さ

ま
ざ
ま
な
動
功
を
奉
げ
て
き
た
こ
と
、
作
器
者
で
あ
る
速
は
彼
等
「
皇
祖
考
」
の
あ
と
を
縫
い
で
そ
の
職
責
に
つ
と
め
、
「
天
子
」
す
な
わ
ち

宣
王
の
恩
賜
に
浴
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
歴
代
周
王
と
自
ら
の
祖
先
の
事
績
を
前
段
・
後
段
に
分
か
っ
て
記
述
し
て
い
た
史
脂
盤
銘
と

較
べ
た
と
き
、
連
盤
銘
に
は
も
は
や
雨
者
を
分
か
つ
音
山
志
は
な
く
、
逆
に
自
ら
の
祖
先
の
動
功
を
誇
示
す
る
た
め
に
周
王
が
利
用
さ
れ
て
い
る

(
7
)
 

と
の
印
象
を
受
け
る
。
組
先
そ
れ
ぞ
れ
の
動
功
を
歴
代
周
王
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
示
そ
う
と
し
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
我
々
に
西
周
王
朝

の
王
統
譜
を
惇
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

十

11 

4 

寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

表 1

史縞盤 周王 ;宝 盤

高租
文玉

刺租 武王
皇高租草公

乙組 成王 皇高組公叔

豆組組辛
康王 皇両組新主主仲

文考乙公
団主 皇高組恵仲金父
穆王

史措 共王

置さ干一
皇高祖零伯

竺主 皇亜租捻仲
夷王

属王 皇考共叔

宣王 遼

い
ま
、
史
植
盤
銘
と
速
盤
銘
に
よ
っ
て
知
り
う
る
歴
代
周
王
と
両
家
系
と
の

(
8
)
 

閲
係
を
示
せ
ば
、
表
ー
の
よ
う
に
な
る
。
歴
代
周
王
の
事
績
を
一
人
一
人
語
つ

て
い
た
史
脂
盤
銘
と
較
べ
た
と
き
、
速
盤
銘
に
は
丈
王
と
武
王
、
昭
王
と
穆
王
、

共
王
と
諮
王
、
孝
王
と
夷
王
の
八
王
が
二
人
ず
つ
の
四
組
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

速
の
皇
高
組
問
早
公
・
皇
高
祖
恵
仲
室
父
・
白
玉
高
祖
零
伯
・
白
玉
亜
組
誌
仲
に
封
麿

さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
み
て
と
れ
る
。

族
の

動
功
を
歴
代
周
王
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
誇
示
し
よ
う
と
す
る
速
盤
銘
の
性

も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
何
故
に
こ
の
四
組
八
王
の
組
み
合
わ
せ
が
選
揮
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は

格
か
ら
考
え
て
、
速
の
租
先
と
歴
代
周
王
と
の
封
謄
闘
係
は
多
分
に
修
辞
的
な

逆
に
、
何
故
に
成
王
・
康
王
・
属
王
は
車
濁
で
登
場
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

の
で
あ
っ
た
。
成
王
五
年
の
紀
年
を
も
っ
間
竿
(
六
O
一
四
・

I
A
)
、

速
盤
銘
が
一
組
と
し
た
丈
王
と
武
王
は
、
と
も
に
王
朝
の
創
建
に
か
か
わ
る
王
で
は
あ
っ
た
が
、
雨
者
の
事
績
は
本
来
匝
別
さ
れ
る
べ
き
も

玉
、
宗
小
子
に
京
室
に
詰
げ
て
日
く
、
:
:
:
ゆ
え
に
丈
王
は
こ
の
大
命
を
受
け
た
ま
え
り
。
こ
れ
武
王
は
肢
に
大
邑
商
に
克
ち
、
則
ち
天

命

お

き

に
廷
告
し
て
日
く
、
余
は
そ
れ
こ
の
中
園
に
宅
り
、
こ
れ
よ
り
民
を
静
め
ん
、
と
。

に
記
さ
れ
た
王
言
や
、
康
王
期
に
属
す
る
大
孟
鼎
(
二
八
一
二
七
・

I
B
)
、

お

こ

く

に

か

く

れ

た

る

王
若
く
日
く
、
杢
額
な
る
丈
玉
、
天
の
有
す
る
大
命
を
受
け
た
ま
え
り
。
武
王
に
在
り
で
は
、
丈
の
作
せ
し
邦
を
嗣
ぎ
、
そ
の
匿
を

ひ
ら聞

き
、
四
方
を
旬
有
し
、
そ
の
民
を
峻
正
し
た
ま
え
り
。

461 

の
王
言
の
よ
う
に
、
丈
王
は
大
命
(
天
命
)
を
受
け
た
王
、
武
王
は
大
邑
商
(
段
)
を
倒
し
「
四
方
を
旬
有
し
」
た
王
と
し
て
、
こ
の
二
王
の

事
績
は
血
厳
密
に
直
則
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
周
中
期
の
共
王
期
に
草
さ
れ
た
史
脂
盤
銘
の
王
統
譜
も
ま
た
、
「
日
古
な
る
丈
王
、
初
め
て

十
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今よ
4
も

政
に
盤
訴
せ
り
。
上
帝
、
藤
徳
を
降
し
て
大
い
に
号
り
、
上
下
を
旬
有
し
、
高
邦
を
合
わ
せ
受
け
し
め
た
り
」
「
紹
固
な
る
武
玉
、
四
方
を
逼

と
お

征
し
、
肢
を
縫
ち
、
峻
民
は
永
く
恐
る
る
こ
と
な
く
、
ぃ
屋
・
微
を
秋
、
ざ
け
、
夷
童
を
伐
ち
た
り
」
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
明
隼
銘
や
大
孟
鼎
銘

以
来
の
惇
統
的
言
説
を
踏
襲
し
て
い
る
。

つ

わ

ざ

わ

い

し
か
し
な
が
ら
、
「
天
子
」
す
な
わ
ち
共
王
に
つ
い
て
、
史
賠
盤
銘
が
「
天
子
園
み
て
丈
・
武
の
長
刺
を
展
ぎ
、
天
子
、
眉
に
し
て
旬
無

し
」
と
記
す
よ
う
に
、
丈
王
・
武
王
を
併
記
し
て
「
丈
・
武
」
と
統
言
す
る
言
説
も
ま
た
同
時
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
「
丈
・
武
」
を
統
言

あ
あ

す
る
言
説
は
、
『
向
書
』
の
最
古
田
暦
に
属
す
る
洛
詰
篇
に
「
予
小
子
を
以
て
丈
・
武
の
烈
を
揚
げ
」
「
丈
・
武
の
勤
教
に
迷
わ
ず
」
「
誕
い
に

4
A
U

。々

丈
・
武
の
受
民
を
保
ん
じ
乱
め
」
「
こ
れ
周
公
誕
い
に
丈
・
武
の
受
命
を
保
ん
ず
」
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
青
銅
器
銘
で
は
、
西
周
中

期
の
詞
量
「
王
若
く
日
く
、
詞
よ
、
杢
額
な
る
丈
・
武
、
命
を
受
け
た
ま
え
り
」
(
四
二
一
一
一
一

-
H
B
)
・
師
詞
基
「
王
若
く
日
く
、
師
詞
よ
、

わ

杢
額
な
る
丈
・
武
、
天
命
を
倖
受
し
、
段
民
を
突
則
し
た
ま
え
り
」
(
四
三
四
二
)
や
、
話
伯
箪
「
王
若
く
日
く
、
託
伯
よ
、
股
が
歪
額
な
る
租

丈
・
武
、
大
命
を
暦
受
し
た
ま
え
り
」
(
四
一
一
二
三
)
と
い
っ
た
用
例
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
青
銅
器
銘
上
で
は
、
西
周
中
期
頃

に
、
丈
王
・
武
王
の
事
績
を
分
か
と
う
と
す
る
言
説
が
次
第
に
背
後
に
退
い
て
い
き
、
「
丈
・
武
」
二
王
統
言
の
言
説
が
主
流
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
史
暗
の
一
代
後
の
椀
の
作
器
に
か
か
る
三
式
慎
鐘
銘
(
二
一
立
一
五
六

-
E
)
に
「
日
古
な
る
丈
王
、
初
め
て
政
に
盤
訴
せ

り
。
上
帝
、
議
徳
を
降
し
て
大
い
に
号
り
、
四
方
を
旬
有
し
、
高
邦
を
合
わ
せ
受
け
し
め
た
り
。
武
王
の
既
に
段
を
曳
つ
に
お
い
て
、
微
の
史

た
る
刺
組
、
来
り
て
武
王
に
見
ゆ
」
と
あ
る
。
史
暗
盤
銘
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
記
そ
う
と
す
る
も
の
の
、
本
来
武
王
に
属
す
べ
き
「
四
方
を
旬

有
」
す
と
の
事
績
が
文
王
に
か
け
ら
れ
、
丈
王
と
武
王
の
事
績
を
巌
密
に
匿
別
す
る
意
識
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

属
王
自
作
器
で
あ
る
宗
周
鐘
銘
(
二
六
0
・
E
)
の
「
丈
・
武
の
勤
め
た
ま
え
る
彊
土
」
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
「
丈
・
武
」
二
王
の
統
言
を
前

提
と
し
て
、
そ
の
支
配
領
域
を
言
説
化
し
て
い
る
。

速
に
封
す
る
冊
命
儀
穫
を
記
録
し
た
遼
盤
銘
の
後
宇
部
分
は
、

か

な

ん

ロ

王
若
く
日
く
、
連
よ
、
杢
額
な
る
丈
・
武
、
大
命
を
暦
受
し
、
四
方
を
旬
有
し
た
ま
え
り
。
則
ち
も
と
こ
れ
乃
が
先
聖
組
考
、
先
王
を

十
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爽
召
し
、
大
命
に
醤
勤
せ
り
。

と
の
書
き
だ
し
で
始
ま
る
。
丈
王
・
武
王
が
大
命
(
天
命
)
を
お
受
け
に
な
り
、
四
方
を
領
有
さ
れ
た
と
の
歴
史
認
識
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、

速
の
「
先
聖
租
考
」
た
ち
が
先
王
を
よ
く
補
佐
し
て
き
た
こ
と
が
稀
揚
さ
れ
て
い
る
。
四
十
二
年
連
鼎
銘
と
四
十
三
年
連
鼎
銘
に
記
さ
れ
て
い

る
「
速
よ
、
主
額
な
る
丈
・
武
、
大
命
を
暦
受
し
、
四
方
を
旬
有
し
た
ま
え
り
。
則
ち
も
と
こ
れ
乃
が
先
聖
(
剥
)
考
、
先
王
を
爽
召
し
、
大

命
に
霞
勤
し
、
周
邦
を
奨
め
た
り
」
と
の
王
言
も
ま
た
速
盤
銘
と
全
く
同
じ
認
識
を
共
有
し
て
お
り
、
同
時
代
の
師
克
霊
「
王
若
く
日
く
、
師

克
よ
、
亙
額
な
る
丈
・
武
、
大
命
を
暦
受
し
、
四
方
を
旬
有
し
た
ま
え
り
。
則
ち
も
と
こ
れ
乃
が
先
祖
考
、
周
邦
に
爵
有
り
。
王
の
身
を
拝
禦

し
、
爪
牙
と
作
れ
り
」
(
四
四
六
八
)
に
も
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
み
え
て
い
る
。
す
で
に
「
丈
・
武
」
統
言
の
言
説
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
宣
王
期

の
周
人
た
ち
は
、
「
歪
額
な
る
丈
・
武
、
大
命
を
暦
受
し
、
四
方
を
旬
有
し
た
ま
え
り
(
杢
額
一
文
武
、
麿
受
大
命
、
旬
有
四
方
)
」
と
い
う
常
套
句

(
日
)

を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

連
盤
銘
は
、
皇
高
祖
車
公
が
丈
王
・
武
王
を
補
佐
し
、
「
段
を
捷
ち
、
天
の
魯
ム
叩
を
暦
受
し
、

四
方
を
旬
有
」
し
た
こ
と
を
誇
示
す
る
が
、

そ
れ
は
丈
王
・
武
王
を
一
組
と
し
て
王
朝
の
創
建
を
語
ろ
う
と
す
る
首
時
の
言
説
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
歴
史
的
事
賓
を
正
確
に

記
録
し
よ
う
と
す
る
史
官
の
心
性
を
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
速
は
自
ら
の
皇
高
組
問
早
公
が
賓
際
に
丈
王
・
武
王
に
仕
え
て
い
た
こ
と

を
記
録
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
昔
時
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
言
説
を
利
用
し
て
、
そ
こ
に
皇
官
同
組
車
公
の
動
功
を
描
入
し
よ
う
と

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
章

軍
一
族
の
系
譜

速
盤
銘
は
一
一
族
の
系
譜
が
丈
王
・
武
王
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
主
張
す
る
が
、
速
が
属
し
て
い
た
軍
一
族
の
動
向
が
は
っ
き
り
し
て
く
る

の
は
せ
い
ぜ
い
西
周
の
中
頃
か
ら
で
あ
る
。

一
九
七
五
年
に
岐
山
牒
董
家
村
の
害
裁
か
ら
接
見
さ
れ
た
三
年
喪
衛
垂
(
九
四
五
六

-
E
)
は、

463 

矩
伯
と
喪
衡
と
の
あ
い
だ
に
土
地
を
め
ぐ
る
係
争
が
あ
り
、
委
衡
が
そ
の
こ
と
を
訴
え
出
た
経
緯
を
記
録
し
て
お
り
、
そ
こ
に
、

十
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表
街
、
す
な
わ
ち
伯
邑
父
・
柴
伯
・
定
伯
・
日
伯
・
車
伯
に
歳
告
す
。
伯
邑
父
・
柴
伯
・
定
伯
・
椋
伯
・
車
伯
、
す
な
わ
ち
参
有
嗣
一
嗣

土
微
邑
・
嗣
馬
車
旗
・
嗣
工
邑
人
服
に
命
じ
、
京
に
田
を
幽
・
越
に
受
け
し
む
。

(
日
)

と
あ
る
よ
う
に
、
求
訴
衡
の
訴
え
を
、
つ
け
て
裁
決
を
く
だ
し
た
執
政
圏
の
一
人
と
し
て
車
伯
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
揚
基
「
王
、
周

の
康
宮
に
在
り
。
日
一
、
大
室
に
格
り
、
位
に
即
く
。
嗣
徒
出
早
伯
内
り
て
揚
を
右
く
。
玉
、
内
史
史
年
を
呼
び
、
揚
に
冊
命
せ
し
む
」
(
四
二
九

一
一
)
に
冊
命
儀
曜
の
右
者
と
し
て
登
場
す
る
嗣
徒
車
伯
も
ま
た
、
三
年
表
衛
霊
の
草
伯
と
の
閲
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
ほ
ほ
同
時
代

の
車
一
族
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
車
伯
美
生
鐘
(
八
二
)
・
回
天
生
鐘
(
一

O
五
)
・
車
美
生
豆
(
四
六
七
二
)
を
遺
し
た
車
伯
美
生
や
、

車
伯
原
父
一
口
問
(
七
三
七
)
の
作
器
者
皐
伯
原
父
も
軍
一
族
の
構
成
員
で
あ
る
。
車
伯
美
生
鐘
銘
の
「
壬
額
な
る
皇
祖
・
刺
考
、
先
王
を
遼
匹
し
、

大
命
に
爵
勤
せ
り
」
の
「
爵
勤
大
命
」
と
い
う
表
現
は
、
速
盤
銘
や
四
十
二
年
遼
鼎
銘
・
四
十
三
年
連
鼎
銘
、
さ
ら
に
は
毛
公
鼎
銘
に
も
み
え

て
お
り
、
西
周
後
期
に
特
有
の
表
現
で
あ
る
。
西
周
の
中
頃
に
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
車
伯
家
は
、
西
周
後
期
ま
で
そ
の
勢
力
を
保
持
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
速
盤
が
出
土
し
た
楊
家
村
の
窓
口
穴
か
ら
は
、
車
五
父
方
壷
・
叔
五
父
匝
・
車
叔
一
同
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
車
五
父
と
叔
五

(ロ)

父
と
い
う
こ
つ
の
作
器
者
名
は
、
車
叔
五
父
H

叔
五
父
H

向
車
五
父
と
い
う
稽
謂
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ヨ
ン
に
牧
ま
る
。
車
叔
五
父
(
山
早
五
父
・
叔

の
排
行
に
よ
っ
て
軍
一
族
の
他
の
分
節
と
直
別
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
車
叔
一
口
問
の
車
叔
も
お
そ
ら
く
は
同
一
人
物
で

五
父
)
は
、
「
叔
」

あ
る
。
こ
の
車
叔
五
父
と
速
の
閥
係
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
同
じ
害
穴
か
ら
出
土
し
た
こ
と
を
評
慣
す
る
な
ら
ば
、
速
は
こ
の
車
叔
家
に

属
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
西
周
後
期
、
車
一
族
は
少
な
く
と
も
車
伯
家
と
車
叔
家
と
い
う
二
つ
の
分
節
に
分
か
れ
て
い

(
日
)

た
こ
と
に
な
る
。

速
盤
銘
に
記
さ
れ
た
速
の
祖
先
と
周
王
と
の
封
一
際
関
係
(
表
1
)
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
軍
一
族
の
動
向
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
は
、
連

(
川
)

の
二
代
前
の
皇
亜
租
諜
仲
、
あ
る
い
は
そ
の
前
の
皇
高
租
零
伯
あ
た
り
か
ら
で
し
か
な
く
、
そ
れ
以
前
の
軍
一
族
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ
ル
ボ
ル
ン
市
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
美
術
館
が
所
戴
す
る
西
周
前
期
の
乳
釘
紋
方
鼎
「
叔
、
車
公
の
賓
降
葬
を
作
る
」
(
二

十

11 

8 
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二
七
O
)
の
銘
文
が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
速
盤
の
護
見
以
来
、
「
車
公
」
の
名
が
記
さ
れ
た
こ
の
青
銅
器
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
最
初
に
こ
の
青
銅
器
を
紹
介
し
た
李
肇
勤
は
、
作
冊
大
方
鼎
(
二
七
五
八
|
六
一

(
日
)

車
口
巴
に
封
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
成
王
の
少
子
藻
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
車
一
族
の
始
組
を
成
王
の
少
子
藻
と
す
る
停
承
は
根
撮

(
日
)

が
う
す
い
と
さ
れ
て
い
る
し
、
速
盤
銘
白
樫
も
一
族
の
出
自
を
成
王
に
求
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

I
B
)

に
似
た
こ
の
方
鼎
に
登
場
す
る
車
公
を
、

一
方
、
こ
の
方
鼎
の
作
器
者
「
叔
」
を

成
王
に
「
仕
え
た
」
第
一
一
代
皇
高
祖
の
公
叔
と
し
、
作
器
封
象
の
「
向
車
公
」
を
丈
王
・
武
王
に
「
仕
え
た
」
初
代
皇
高
組
問
早
公
と
考
え
よ
う
と

す
る
論
考
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
方
鼎
を
康
王
・
昭
王
期
の
も
の
と
考
え
た
李
皐
勤
の
年
代
観
へ
の
反
誼
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

ょ
、
こ
の
青
銅
器
銘
に
よ
っ
て
皇
高
祖
草
公
が
丈
王
・
武
王
に
「
仕
え
た
」
と
す
る
速
盤
銘
の
主
張
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
、

一
九
五
六
年
に
眉
勝
李
家
村
の
害
識
か
ら
出
土
し
た
室
駒
隼
/
方
隼
/
方
葬
(
六
O
一
一
二
一
-
E
/
六
O
二
子

H
B
/
九
八
九
九

九
九
0
0
・
E
)
の
作
器
者
金
を
、
速
盤
銘
の
皇
高
祖
恵
仲
裁
且
父
に
比
定
し
よ
う
と
す
る
主
張
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
雨
者
を
結
び
つ
け
て
い

b
h
y

ゆっ

る
の
は
、
雨
者
が
「
輩
」
字
を
共
有
す
る
こ
と
と
、
金
駒
隼
の
作
器
封
象
で
あ
る
丈
考
大
仲
が
皇
高
組
恵
仲
金
父
の
一
代
前
の
皇
高
租
新
室
仲

と
「
仲
」
字
を
共
有
す
る
こ
と
、

お
よ
び
出
土
地
の
近
き
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
確
定
的
な
誼
擦
と
は
言
い
が
た
い
。
金
諸
器
の
存
在
に
よ

っ
て
、
白
玉
高
租
恵
仲
輩
父
の
賓
在
を
誼
明
す
る
こ
と
も
や
は
り
無
理
で
あ
る
。
皇
高
祖
草
公
や
皇
古
同
組
恵
仲
金
父
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
議
論
は

す
べ
て
、
速
盤
銘
が
歴
史
的
事
賓
を
記
録
し
て
い
る
に
相
遣
な
い
と
い
う
前
提
(
あ
る
い
は
期
待
)
を
共
有
し
て
い
る
が
、
「
丈
・
武
」
二
王

を
統
言
し
て
王
朝
の
創
建
を
語
ろ
う
と
す
る
「
記
憶
」
の
場
に
こ
の
青
銅
器
銘
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
皇
高
租
車
公
・
皇
高
組
公
叔
・
皇
高
組
新
室
仲
・
皇
高
組
恵
仲
金
父
・
皇
高
組
零
伯
・
皇
亜
租
諜
仲
・
皇
考
共
叔
と
記
さ
れ
た

(

刊

日

)

速
の
組
先
の
な
か
で
、
「
皇
高
組
」
が
五
人
も
登
場
す
る
こ
と
白
樫
が
異
様
で
あ
る
。
史
暗
盤
銘
や
、
二
式
横
鐘
「
煩
日
く
、
主
額
な
る
高

祖
・
亜
組
・
丈
考
、
克
く
そ
の
心
を
明
ら
か
に
し
、
手
口
の
威
義
を
疋
け
、
用
て
先
王
に
昨
え
た
り
」
(
二
四
七
五
0
・皿
A
)
、
あ
る
い
は
西

465 

周
後
期
の
大
量
「
大
、
障
基
を
作
り
、
用
て
高
組
・
皇
考
に
享
す
」
(
四
一
一
一
五
)
、
楚
公
逆
鐘
「
楚
公
逆
、
そ
の
先
高
組
考
夫
壬
四
方
首
を
把

る
」
(
『
近
山
』
九
七
)
、
さ
ら
に
は
春
秋
後
期
の
叔
夷
鐘
銘
(
二
七
五
)
の
「
夷
、
そ
の
先
奮
及
び
そ
の
高
租
に
典
ら
ん
と
す
」
の
よ
う
に
、
高

十

11 
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組
に
言
及
す
る
青
銅
器
銘
は
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
い
ず
れ
も
速
盤
銘
の
よ
う
に
複
数
の
高
祖
の
名
を
列
奉
す
る
こ
と
は
な

(
日
)

ぃ
。
複
数
の
祖
先
名
を
列
畢
し
た
い
の
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
史
措
盤
銘
の
刺
姐
・
乙
組
、
あ
る
い
は
一
式
横
鐘
銘
(
二
四
六
・
皿
)
や
整
方
勢

銘
の
丈
雄
と
い
っ
た
稽
競
も
使
用
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。
速
盤
銘
が
「
皇
高
祖
」
と
い
う
稽
競
を
好
む
の
は
、
白
ら
の
家
系
の
動
功
を
誇
示
し
、

(
却
)

租
先
そ
れ
ぞ
れ
の
至
高
性
を
強
調
し
た
い
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
逆
に
「
皇
高
租
」
の
栴
披
を
乱
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
系
譜
は
馬

脚
を
現
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西
周
か
ら
東
周
へ
の
激
動
の
な
か
で
多
く
の
有
力
氏
族
が
断
絶
し
て
い
っ
た
が
、
車
一
族
は
そ
れ
を
乗
り
こ
え
、
東
周
王
朝
の
卿
士
と
し
て

文
献
史
料
に
そ
の
名
を
留
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
王
室
を
二
分
す
る
大
反
乱
と
な
っ
た
王
子
朝
の
乱
(
前
五
二
O

五
一
六
年
)
に
お
い
て
、

悼
王
・
敬
王
を
補
佐
し
、
最
終
的
な
勝
利
を
勝
ち
取
る
こ
と
に
貢
献
し
た
車
穆
公
な
ど
、
軍
一
族
は
有
力
な
卿
士
を
輩
出
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
『
固
語
」
周
語
中
の
「
今
、
朝
や
不
才
と
雌
も
、
周
に
分
族
有
り
」
と
い
う
車
朝
(
車
裏
公
)
の
言
葉
が
遣
さ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
「
分
族
有
り
と
は
、
王
の
族
親
な
り
」
と
孝
昭
注
に
い
う
よ
う
に
、
軍
一
族
に
は
周
王
室
の
分
族
で
あ
る
と
い
う
停
承
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
賓
際
の
と
こ
ろ
先
の
成
王
少
子
藻
読
を
除
け
ば
、
軍
一
族
の
始
組
に
か
か
わ
る
惇
承
は
何
一
つ
確
認
で
き
な
い
。

同
じ
く
東
周
期
に
ま
で
生
き
の
び
た
貌
一
族
が
、
「
春
秋
左
氏
停
』
信
公
五
年
「
鏡
仲
・
鏡
叔
は
王
季
の
穆
な
り
、
丈
王
の
卿
士
と
矯
り
、
動

は
王
室
に
在
り
て
、
盟
府
に
戒
さ
る
」
の
よ
う
に
、
王
季
の
子
輩
(
す
な
わ
ち
文
王
の
兄
弟
)
貌
仲
・
披
叔
に
始
ま
る
と
い
う
始
祖
惇
承
を
遣
し

え
た
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
軍
一
族
の
始
組
惇
承
の
あ
や
う
さ
は
覆
う
べ
く
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
速
盤
銘
が
誇
示
し
た

一
族
の
系
譜
に
は
周
王
室
の
分
族
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
意
志
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
軍
一
族
は
自
ら
の
始
祖
惇
承
の
形
成
に
失
敗

し
た
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
逆
に
、
な
ぜ
速
は
こ
の
よ
う
な
系
譜
を
銘
文
に
記
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
速
盤
銘
後
半
に
記
録
さ
れ
た
加
命
儀
曜
に
お
い
て
、

宣
王
は
「
汝
に
命
じ
て
楽
免
を
疋
け
、
四
方
の
虞
・
林
を
賦
嗣
し
、
宮
御
に
用
い
し
む
」
と
の
王
命
を
護
し
て
い
る
。
柴
免
を
補
佐
し
、
「
四

方
の
虞
・
林
」
を
管
轄
せ
よ
と
の
命
令
で
あ
り
、
四
十
三
年
連
鼎
「
昔
、
余
は
就
に
汝
に
命
じ
て
柴
免
を
疋
け
、
四
方
の
虞
・
林
を
瓶
嗣
し
、

十
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一
九
八
五
年
に
楊
家
村
か
ら
出
土
し
た
、
同
じ
く
速
の
作
器
に
か
か
る
速
編
鐘
「
天
子
、
股
が
先
祖
の
服
を

(
引
)

一
O
六
|
O
九
)
に
も
同
様
の
王
命
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

宮
御
に
用
い
せ
し
め
た
り
」
や
、

ふ
わ
品
、経

い
、
多
く
速
に
休
命
を
賜
い
、
四
方
の
虞
・
林
を
賦
嗣
せ
し
め
た
ま
う
」
(
『
近
出
』

「
四
方
の
虞
・
林
」
と
は
、
文
字
通
り
に
解
穫
す
れ
ば
、
王
朝
の
全
支
配
領
域
の
山
林
薮
揮
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
か
に
も
修
辞
的
な

表
現
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
栴
そ
れ
で
も
や
は
り
、
そ
の
よ
う
な
王
命
を
宣
王
か
ら
引
き
出
し
え
た
速
の
権
勢
の
大
き
さ
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
楊
家
村
害
穴
か
ら
出
土
し
た
二
七
件
の
青
銅
器
の
う
ち
、
確
牢
貝
に
速
の
作
器
に
か
か
る
も
の
は
一
四
件
あ
り
、
四
十

二
年
速
鼎
の
第
一
器
は
通
高
五
一
セ
ン
チ
、
重
さ
一
一
一
五
・
五
キ
ロ
、
第
二
器
は
通
高
五
七
・
八
セ
ン
チ
、
重
さ
四
六
キ
ロ
に
達
し
、
四
十
三
年

連
鼎
も
通
高
五
八
セ
ン
チ
、
重
さ
四
回
・
五
キ
ロ
の
第
一
器
を
筆
頭
に
一

O
器
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
速
禾
皿
も
通
高
が
四
八
セ
ン
チ
あ
り
、
お

そ
ら
く
西
周
期
で
最
大
級
の
大
き
さ
を
ほ
こ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
速
編
鐘
の
第
一
器
は
通
高
六
五
・
五
セ
ン
チ
、
重
さ
は
五

0
・
五
キ
ロ
に
達

し
て
い
る
。
属
王
の
自
作
器
で
あ
る
宗
周
鐘
が
通
高
六
五
・
六
セ
ン
チ
、
訣
藍
(
四
一
三
七
-
E
A
)
が
通
高
五
九
セ
ン
チ
、
重
さ
六
0
キ
ロ
で

あ
る
の
と
比
較
し
て
も
、
さ
し
て
遜
色
の
な
い
青
銅
器
群
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

(
お
)

あ
り
、
速
の
有
し
て
い
た
権
勢
の
大
き
さ
を
示
し
て
あ
ま
り
あ
る
。

一
臣
下
が
作
り
え
た
青
銅
器
群
と
し
て
は
最
大
級
の
も
の
で

い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
権
勢
を
も
つ
に
至
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
速
は
宣
王
朝
を
支
え
る
最
有
力
者
の
ひ
と
り
で

(
剖
)

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
四
方
の
虞
・
林
」
を
管
轄
せ
よ
と
宣
王
に
言
わ
し
め
、
巨
大
な
青
銅
器
群
を
連
ね
て
白
ら
の
権
勢
を
誇
示

し
え
た
速
が
最
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
自
ら
の
家
系
の
始
ま
り
を
丈
王
・
武
王
に
結
び
つ
け
、
王
朝
創
建
と
い
う
輝
か
し
い

(
お
)

「
記
憶
」
に
軍
一
族
を
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
王
朝
創
建
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
え
な
い
、
あ
る
い

は
さ
ほ
ど
た
い
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
一
族
の
系
譜
を
丈
王
・
武
王
の
「
記
憶
」
に
結
び
つ
け
た
結
果
、
賓
際
の
系
譜
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
た

で
あ
ろ
う
組
離
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
丈
王
と
武
王
が
一
組
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
周
王
に
も
二
王
統
言
の
言
説
を
用
い

る
こ
と
で
、
速
は
そ
の
組
離
を
調
整
し
つ
つ
、
同
時
に
組
先
の
数
を
「
節
約
」
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
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王

猫

隼

信
用
二
一
主
早

康

速
盤
銘
に
記
さ
れ
た
謹
一
族
の
系
譜
は
、
歴
史
的
事
賓
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
速
の
権
勢
を
背
景
と
し
て
一
族
の
動
功
を

誇
示
し
よ
う
と
し
た
「
作
ら
れ
た
歴
史
」
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
速
盤
銘
に
遣
さ
れ
た
王
統
譜
は
、
こ
の
「
作
ら
れ
た
歴
史
」
に
現
賓

味
を
奥
え
る
た
め
の
重
要
な
遁
具
立
て
で
あ
り
、
丈
王
と
武
王
を
一
組
と
し
て
王
朝
の
創
建
を
語
る
「
記
憶
」
の
場
で
そ
の
有
数
性
を
護
揮
し

え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
丈
王
と
武
王
を
一
組
と
す
る
言
説
を
利
用
し
つ
つ
、
速
は
さ
ら
に
昭
王
・
穆
玉
、
共
王
・
龍
王
、
孝
王
・
夷
王
の
一
一
一
組

六
王
に
自
ら
の
租
先
を
封
躍
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
逆
に
成
王
・
康
王
・
属
王
の
三
王

が
何
故
に
二
王
統
言
を
克
れ
車
濁
で
登
場
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
属
王
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
べ
き
宣
王
は
、
連
盤
銘
が

草
さ
れ
た
時
貼
で
は
現
「
天
子
」
で
あ
っ
た
の
で
、
属
王
は
車
濁
で
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
問
題
と
な
る
の
は
、
成
王
と
康

(
お
)

王
が
何
故
に
一
組
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

青
銅
器
銘
研
究
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
康
王
は
難
し
い
問
題
を
か
か
え
て
い
る
王
で
あ
る
。
冊
命
儀
植
な
ど
を
記
録
す
る
青
銅
器
銘
に
は
、

「
王
、
口
に
在
り
」
や
「
王
、
口
に
格
る
」
と
い
っ
た
書
式
に
よ
っ
て
周
王
の
所
在
に
言
及
す
る
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
四
十
二
年
連
鼎
、

こ
れ
四
十
又
二
年
五
月
段
生
覇
乙
卯
、
玉
、
周
の
康
穆
宮
(
刷
康
穆
宮
)
に
在
り
。
日
一
、
玉
、
大
室
に
格
り
、
位
に
即
く
。
嗣
工
散
、
虞

速
を
右
け
、
門
に
入
り
、
中
廷
に
位
し
、
北
欝
す
。
す
氏
、
王
に
萱
書
を
授
く
。
玉
、
史
減
を
呼
び
、
速
に
加
萱
せ
し
む
。
王
若
く
日
く
、

に
は
、
王
(
宣
一
-
工
)
が
「
周
康
穆
宮
」
に
い
て
、
早
朝
「
大
室
」
に
い
た
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
、
翌
四
三
年
の
紀
時
を
も
っ
四
十
三
年
連
鼎

は
、
こ
の
「
周
康
穆
宮
」
を
「
周
康
宮
穆
宮
」
と
表
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
康
口
宮
」
あ
る
い
は
「
康
宮
口
宮
」
と
い
っ
た
康
宮
諸
宮

と
康
王
と
の
闘
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
皐
界
を
数
十
年
に
わ
た
っ
て
悩
ま
せ
て
き
た
「
康
宮
問
題
」
で
あ
る
。

西
周
前
期
の
令
方
箪
/
方
葬
(
六
O
一
六
・

I
B
/九
九
O

I
B
)
は
、
康
宮
の
名
が
記
銀
さ
れ
る
最
古
級
の
青
銅
器
で
あ
る
。
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こ
れ
八
月
、
辰
は
甲
申
に
在
り
。
王
、
周
公
の
子
明
保
に
命
じ
、
三
事
・
四
方
を
手
さ
し
め
、
卿
事
寮
を
授
く
。
丁
亥
、
矢
に
命
じ
て
周

あ
っ

公
の
宮
に
告
げ
し
む
。
公
命
じ
、
借
で
て
卿
事
寮
を
同
め
し
む
。
こ
れ
十
月
月
吉
発
未
、
明
公
、
朝
に
成
周
に
至
り
、
命
を
借
だ
す
。
二
一

お

お

事
の
命
を
舎
く
に
、
卿
事
寮
と
諸
手
と
里
君
と
百
工
と
と
も
に
し
、
諸
侯
一
侯
・
旬
・
男
と
と
も
に
、
四
方
の
命
を
舎
け
、
と
。
鼠
わ
り

成
く
命
、
ず
。
甲
申
、
明
公
、
牲
を
京
宮
に
用
い
、
乙
酉
、
牲
を
康
宮
に
用
う
。
成
く
鼠
わ
り
、
牲
を
王
に
用
、
っ
。
明
公
、
王
よ
り
時
る
。

八
月
甲
申
二
一
、
周
王
は
周
公
の
子
で
あ
る
明
保
(
明
公
)
に
一
一
一
事
(
王
室
行
政
)
と
四
方
(
封
建
諸
侯
)
を
治
め
る
べ
く
、
卿
事
寮
の
線
瞳
を
命

じ
た
。
命
を
、
つ
け
た
明
公
は
、
そ
の
六

O
日
後
の
一

O
月
発
未
二
O
に
成
周
に
至
り
、
一
一
一
事
の
命
令
と
四
方
の
命
令
を
惇
達
し
お
え
、
そ
の
翌

日
、
甲
申
一
一
一
の
日
に
犠
牲
を
京
宮
に
用
い
、
乙
酉
こ
こ
に
は
康
宮
に
お
い
て
犠
牲
を
用
い
、
そ
の
後
、
王
(
玉
所
?
)
に
も
犠
牲
を
用
い
た
の

で
あ
る
。
成
周
に
は
少
な
く
と
も
「
京
宮
」
と
「
康
宮
」
と
呼
ば
れ
た
二
つ
の
「
宮
」
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
唐
蘭
は
こ
の
京
宮
を
太

王
(
古
公
'
亘
父
)
・
王
季
・
丈
王
・
武
王
・
成
王
の
宮
廟
、
康
宮
を
康
王
の
宮
廟
だ
と
考
え
、
令
方
箪
/
方
葬
を
昭
王
期
の
も
の
だ
と
主
張
し
た
。

さ
ら
に
唐
氏
は
、
他
の
青
銅
器
銘
に
み
え
る
康
昭
宮
・
康
穆
宮
・
康
宮
得
大
室
・
康
刺
宮
と
い
っ
た
康
宮
諸
宮
も
そ
れ
ぞ
れ
昭
王
・
穆
王
・
夷

(
訂
)

王
・
属
王
の
宮
廟
で
あ
り
、
康
王
以
降
の
歴
代
周
王
の
宮
廟
は
康
宮
の
存
在
を
前
提
と
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
唐
氏
の
主
張
に
異
を
唱
え
た
の
が
、
令
方
隼
/
方
撃
を
成
王
期
の
も
の
と
考
え
る
郭
沫
若
や
陳
夢
家
で
あ
っ
た
。
郭
氏
は
、
こ
れ
ら
諸

宮
の
名
は
「
孤
詮
草
丈
」
の
嫌
い
が
あ
り
、
唐
氏
の
解
稗
を
支
え
る
傍
諸
に
快
け
る
こ
と
、
西
周
諸
王
の
な
か
で
何
故
に
康
王
の
宮
廟
だ
け
が

「
濁
寧
」
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
京
や
康
あ
る
い
は
昭
・
穆
・
刺
と
い
っ
た
丈
字
は
「
龍
美
の
字
」
と

(
お
)

し
て
宮
室
の
名
に
使
用
さ
れ
た
の
だ
と
主
張
し
た
。

一
方
、
陳
氏
は
、
宮
・
寝
・
室
・
家
と
い
っ
た
語
は
生
入
居
住
の
建
物
を
指
し
て
お
り
、

(ω) 

先
組
鬼
神
の
た
め
の
廟
や
宗
・
宗
室
と
は
匡
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
唐
氏
の
康
宮
H

康
王
宮
廟
説
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

(
初
)

反
論
に
封
し
て
、
唐
氏
が
再
反
論
を
試
み
た
の
が
一
九
六
二
年
に
護
表
さ
れ
た
「
西
周
銅
器
断
代
中
的
η

康
宮
α

問
題
」
で
あ
る
。
第
一
章

「
分
岐
所
在
和
問
題
的
重
要
性
」
で
、
自
説
と
郭
・
陳
雨
氏
の
主
張
と
の
相
違
賄
を
整
理
し
た
の
ち
、
第
二
土
早
「
矯
什
座
説
『
康
宮
』
是
康
王

469 

之
官
己
で
は
改
め
て
自
説
を
再
確
認
し
つ
つ
、
令
方
隼
/
方
葬
銘
の
康
宮
は
や
は
り
康
王
の
宮
廟
で
あ
る
こ
と
、
康
宮
に
言
及
す
る
他
の
青
銅
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器
銘
の
検
討
か
ら
も
康
宮
を
康
王
の
宮
廟
と
考
え
て
よ
い
こ
と
、
古
文
献
の
記
載
か
ら
も
康
宮
が
康
王
の
宮
廟
で
あ
る
こ
と
が
誼
明
で
き
る
こ

と
、
周
代
の
宗
法
制
度
に
お
い
て
は
昭
と
穆
と
を
匝
別
す
る
こ
と
か
ら
、
康
宮
は
康
王
の
宮
廟
で
あ
り
、
昭
・
穆
雨
宮
は
昭
王
・
穆
王
の
宮
廟

だ
と
い
え
る
こ
と
、
と
い
っ
た
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
「
閥
子
『
宮
輿
廟
有
分
別
』
的
討
論
」
は
、
陳
夢
家
に
封
す
る
反
論
。

「
宮
」
は
建
築
群
の
線
名
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
廟
や
寝
・
大
室
を
含
み
う
る
こ
と
、
康
宮
は
康
廟
・
康
寝
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、
康
王
の

生
前
に
建
築
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
主
張
さ
れ
る
。
第
四
章
「
一
部
分
西
周
青
銅
器
的
断
代
問
題
」
は
、
康
宮
諸
宮
の
記
載
に
基

づ
い
て
青
銅
器
の
制
作
年
代
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
。
康
宮
の
名
が
記
さ
れ
た
青
銅
器
は
康
王
よ
り
前
に
さ
か
の
ぼ
り
え
な
い
し
、
以
下
、

康
昭
宮
・
康
穆
宮
・
康
宮
得
大
室
・
康
刺
宮
と
い
っ
た
康
宮
諸
宮
の
名
が
み
え
る
青
銅
器
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
の
ち
に
『
西
周
青

銅
器
銘
文
分
代
史
徴
』
(
一
九
八
六
年
)
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
中
華
書
局
よ
り
上
梓
さ
れ
た
。

康
宮
H

康
王
宮
廟
説
の
提
唱
、
郭
・
陳
雨
氏
の
反
論
、
唐
氏
の
再
反
論
と
展
開
し
た
「
康
宮
問
題
」
は
、
そ
の
後
も
賛
同
・
反
封
の
雨
読
を

(
出
)

そ
れ
ぞ
れ
生
み
出
し
つ
つ
、
最
終
的
な
決
着
を
み
な
い
ま
ま
今
日
に
い
た
っ
た
。
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
間
、
康
宮
諸
宮
に
言
及
す
る

青
銅
器
銘
は
増
加
し
、
周
康
宮
穆
宮
・
周
康
得
宮
・
周
康
宮
得
宮
と
い
っ
た
新
た
な
宮
名
も
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
郭
氏
の
い
う
「
孤
誼
草
丈
」

(
沼
)

さ
り
と
て
決
定
的
な
史
料
も
護
見
さ
れ
な
い
ま
ま
、
二

O
O
三
年
の
速
盤
銘
の
出
現
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

の
時
代
は
去
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、一

族
の
勲
功
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
速
盤
銘
に
は
歴
代
周
王
の
王
統
譜
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
刺
王

(
お
)

(
属
土
)
の
名
は
一
九
九
七
年
に
銘
文
が
確
認
さ
れ
た
呉
虎
鼎
(
『
近
出
』
コ
ヱ
ハ
四
)
に
次
ぐ
一
一
例
日
の
護
見
と
な
り
、
考
王
(
孝
王
)
・
得
王
(
夷

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

王
)
二
王
の
名
は
こ
の
速
盤
銘
に
よ
っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
侭
王
(
夷
王
)
の
「
得
」
字
が
周
康
侭
宮
・
周
康

宮
得
宮
あ
る
い
は
周
康
宮
偉
大
室
の
「
得
」
字
と
一
致
し
、
刺
王
(
属
王
)
の
「
刺
」
字
が
周
康
刺
宮
の
「
刺
」
字
と
一
致
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
康
宮
偉
大
室
・
康
刺
宮
を
そ
れ
ぞ
れ
夷
王
・
属
王
の
宮
廟
と
考
え
た
唐
蘭
の
主
張
は
、
確
定
的
な
詮
擦
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
康
宮
諸

宮
の
な
か
に
夷
王
・
属
王
の
宮
廟
が
確
認
さ
れ
た
以
上
、
康
昭
宮
・
康
穆
宮
(
康
宮
穆
宮
)
も
同
様
に
昭
王
・
穆
王
の
宮
廟
と
考
え
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
れ
ら
康
宮
諸
宮
の
基
礎
と
な
る
康
宮
も
ま
た
、
そ
れ
に
強
い
て
「
龍
美
の
宇
」
な
ど
と
い
っ
た
別
解
を
輿
え
る
必
要
は
な
く
、
他
の
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表 2 康宮諸宮ならびにその関連施設

王 在 青銅器銘 林断代 『集成』 他

康宮 令方等/方葬 IB 6016・刷期/9901・刷期

康宮・大室 キ即主主 IIB 4259・中期

康宮 康鼎 皿A 2786・中期後期

康宮・斉伯室 事吉丸主主 『近出j483・中期

康宮大室 君夫筆 4178・中期

康宵 キ衡箪 皿A 4209-12・中期

康宮 キ楚主主 4246-9・後期

周康宮・大室 *布市師楚箆 IIB 4286・後期

)剖康宮・大室 休盤 illA 10170・中期

周康宮・大室 揚蓋 皿A 4294-5・後期

周康宵 キ爽箪 張光裕2002・中期

周康宮・大室 キ申主主 4267・中期

周康宮・大室 *師穎箪 4312・後期

周康宮新宮・大室 望蓋 4272・中期

周康昭宮・大室 領鼎/箆/壷 皿B 2827-9/4332-9/9731-2・後期

周康昭宮・大室 キ趨鼎 28日・後期

周康穆宮 善夫克盆 皿B 4465・後期→宜主

周康穆宮・大室 実鼎/盤 2819/10172・後期→買王

周康穆宮・大室 *四十一年遼鼎 →宣王

周康宵穆宵・周廟 キ四十二年遼鼎 →宣王

周康宮・穆大室 伊主主 皿B 4287・後期→宣王

周康宮得大室 同従鼎/箆 皿B 2818・後期/4278・後期

周康宮得宮・大室 1七鼎/筆 皿A 2821-3/4303-10・後期

周康宮得宮 ホ呉虎鼎 『近出j364・後期→宣王

周康侭宮 *成3章 陳i凧茶2000・属王

周康刺宵 克鐘/鍔 皿 203-8/209・後期→宣王

周康寝 師遠方葬 H 9897・中期

康廟 南宮柳鼎 illA 2805・後期

周・康廟 元年師免筆 皿B 4274-5・後期

康 キ!態侯見工鏡 皿 107-9・中後期

法
一
幕
任
問
『
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阿
部
汁
一
国
跡
部
中
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N
C
(
)
日

-
H
N

玉事

*印は唐蘭1962以降に溌見された青銅器を示す。

張光裕2002・「新見西周『爽』箪銘文説程Jcr題三同国際漢皐舎議論文集 古文字典商
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康
宮
諸
宮
と
同
様
に
康
王
の
宮
廟
と
考
え
る
べ
き
も
の
と
な
ろ
う
。
康
宮
の
名
が
み
え
る
最
古
級
の
青
銅
器
で
あ
っ
た
令
方
隼
/
方
撃
を
西
周

I
B
に
断
代
し
、
同
じ
く
令
の
作
器
に
か
か
る
令
藍
(
四
三
0

0

0
一
)
を

H
A
に
断
代
す
る
林
巳
奈
夫
の
断
代
案
も
こ
れ
に
矛
盾
し
な
い
。

共
王
・
龍
王
・
孝
王
に
か
か
わ
る
施
設
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
康
王
の
宮
廟
で
あ
る
康
宮
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
康
宮
諸
宮
が
秩

序
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
康
宮
あ
る
い
は
康
王
は
確
か
に
「
濁
隼
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
何
故
、
康
宮
あ
る
い
は
康
王
は
「
濁
奪
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
郭
沫
若
が
突
き
つ
け
た
こ
の
疑
問
に
封
し
て
、
唐
蘭
は
次

の
よ
、
つ
に
答
え
た
。

西
周
初
年
、
武
王
・
成
王
と
康
王
は
多
く
の
諸
侯
を
封
建
し
た
。
『
春
秋
左
氏
惇
』
昭
公
二
六
年
に
「
昔
、
武
王
、
段
に
克
ち
、
成
王
、
四

方
を
靖
ん
じ
、
康
王
、
民
を
息
わ
せ
、
並
に
母
弟
を
建
て
、
以
て
周
に
蕃
扉
と
せ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
封
建
さ
れ
た
武
王
の
母
弟
は
そ
の
父

丈
王
を
杷
り
、
成
王
の
母
弟
は
武
王
を
把
り
、
康
王
の
母
弟
は
成
王
を
把
っ
た
。
丈
王
・
武
王
・
成
王
は
京
宮
で
把
ら
れ
て
い
る
の
で
、
京
宮

は
周
王
室
と
同
姓
諸
侯
共
通
の
宗
廟
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
康
王
以
後
に
な
る
と
、
領
土
の
分
配
は
ほ
ぼ
完
了
し
、
諸
侯
の
封
建
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
康
王
以
後
の
宗
廟
は
周
王
室
だ
け
の
も
の
と
な
り
、
康
宮
「
濁
隼
」
の
肱
況
が
出
現
す
る
、
と
。
康
王
は
母

弟
を
封
建
し
え
た
最
後
の
王
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
子
輩
を
封
建
し
え
な
か
っ
た
最
初
の
王
で
も
あ
る
。
諸
侯
封
建
に
お
け
る
康
王
の
書
一
期

性
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
唐
氏
は
康
宮
あ
る
い
は
康
王
の
「
濁
隼
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
康
王
を
周
王
室
だ

け
の
宗
廟
の
始
祖
と
み
な
し
、
そ
こ
に
康
宮
「
濁
箪
」
の
理
由
を
求
め
た
唐
蘭
は
、
康
王
の
子
昭
王
以
来
、
康
宮
が
「
濁
隼
」
の
地
位
に
在
り

績
け
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
唐
氏
は
康
宮
の
連
績
性
に
関
心
を
奪
わ
れ
、
令
方
隼
/
方
葬
に
み
え
て
い
た
成
周
の
康
宮

と
表
2
の
輔
師
費
量
以
下
に
み
え
る
「
周
康
宮
」
を
匝
別
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

お
く

麿
侯
見
工
鐘
(
一

O
七

-
E
)
に
「
こ
れ
正
二
月
初
吉
、
玉
、
成
周
よ
り
時
る
。
磨
侯
見
工
、
王
を
周
に
遺
る
。
辛
未
、
玉
、
康
に
格
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
成
周
と
周
は
排
他
的
な
闘
係
に
あ
り
、
雨
者
を
匝
別
し
な
い
唐
蘭
の
主
張
は
成
立
し
え
な
い
。
周
の
地
望
を
め
ぐ
っ
て
は
諸

(
出
)

説
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
岐
周
の
周
原
一
帯
に
求
め
る
考
え
方
が
最
も
説
得
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
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「
周
の
康
宮
」
は
林
断
代
の

H
B
あ
た
り
か
ら
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
呉
方
葬
(
九
八
九
八
)
に
は
成
王

の
「
大
室
」
で
あ
る
周
成
大
室
が
み
え
、
百
鼎
(
二
八
三
八
)
に
は
穆
王
の
「
大
室
」
で
あ
る
周
穆
王
大
室
が
み
え
て
い
る
。
ま
た
白
壷
(
九
七

二
八
)
に
は
、
そ
の
所
在
地
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
成
王
の
宮
廟
と
考
え
ら
れ
る
成
宮
の
名
が
み
え
て
い
る
。
周
の
康
宮

に
言
及
す
る
青
銅
器
銘
が
多
い
こ
と
は
事
賓
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
た
だ
ち
に
康
宮
の
「
濁
寧
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
貰
は
唐
蘭
も
気

が
つ
い
て
い
た
の
だ
が
、
康
昭
宮
や
康
穆
宮
な
ど
の
康
宮
諸
宮
が
出
揃
う
の
は
属
王
・
宣
王
期
、
林
断
代
の
皿
A
か
ら

E
B
に
か
け
て
の
時
期

(
お
)

で
あ
り
、
そ
の
康
宮
諸
宮
に
秩
序
を
輿
え
る
康
宮
が
「
濁
隼
」
の
地
位
を
獲
得
す
る
の
も
や
は
り
同
じ
く
属
王
・
宣
王
期
で
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
康
宮
そ
し
て
康
王
は
終
始
「
濁
掌
」
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
属
王
・
官
一
王
期
に
そ
の
「
燭
隼
」
た
る
こ
と
を
確
認
さ

れ
、
康
宮
諸
宮
の
秩
序
の
中
に
そ
の
地
位
を
具
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

四
十
一
一
年
連
鼎
や
四
十
三
年
連
鼎
と
い
っ
た
宣
王
期
標
準
器
群
と
周
康
宮
穆
宮
(
周
康
穆
(
円
)
・
周
康
宮
穆
大
室
と
い
っ
た
穆
王
宮
室
と
の
あ

(
部
)

い
だ
に
親
和
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
宣
王
期
の
周
人
が
穆
王
に
自
ら
の
正
統
性
を
重
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
周

人
た
ち
は
そ
の
周
康
宮
穆
宮
や
周
康
宮
穆
大
室
の
中
に
康
王
の
「
濁
隼
」
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
連
盤
銘
が
康
王
を
成
王
と
一
組
と
せ
ず
、

車
濁
の
王
と
し
て
自
ら
の
組
先
に
封
慮
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
盤
銘
が
草
さ
れ
た
昔
時
の
周
人
た
ち
に
と
っ
て
康
王
が
「
濁
隼
」
で
あ
っ
た

」
と
に
照
躍
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

第
四
章

周

王

の

記

憶

速
盤
銘
は
租
先
そ
れ
ぞ
れ
の
動
功
を
歴
代
周
王
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
示
そ
う
と
し
て
い
た
。
康
王
に
「
仕
え
た
」
皇
高
組
新
室
仲
に
つ

い
て
、
盤
銘
は
、わ

ち

か

お

き

あ

ま

ね

な

つ

こ
こ
に
股
が
皇
高
組
新
室
仲
、
克
く
そ
の
心
を
幽
明
に
し
、
遠
き
を
柔
ら
げ
適
き
を
能
め
、
康
王
を
舎
召
し
、
方
く
不
廷
を
懐
け
た
り
。

473 

と
記
し
て
お
り
、
康
王
が
「
方
く
不
廷
を
懐
け
」
た
王
と
し
て
宣
王
期
の
周
人
た
ち
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
惇
え
て
い
る
。
「
不
廷
」
と

十
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(
訂
)

は
王
朝
に
来
貢
せ
ぬ
勢
力
を
い
い
、
属
王
自
作
器
で
あ
る
五
杷
訣
鐘
(
三
五
八
)
や
毛
公
鼎
な
ど
、
属
王
・
官
一
王
期
以
後
に
そ
の
用
例
が
確
認

(
お
)

で
き
る
よ
う
に
な
る
語
葉
で
あ
る
。
属
王
・
宣
王
期
の
青
銅
器
銘
に
は
、
織
統
や
准
夷
(
南
准
夷
・
南
夷
)
へ
の
遠
征
を
い
う
も
の
が
多
く
、

(
却
)

再
鼎
(
二
八
一
二
三
ー
ー
四

-
E
B
)
に
は
、
南
准
夷
・
東
夷
を
巻
き
込
ん
だ
郭
侯
駅
方
の
反
乱
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
毛
公
鼎
銘
が
「
繍
々
た
る
四

み

だ

や

す

方
、
大
い
に
縦
れ
て
静
ら
か
な
ら
ず
」
と
嘆
く
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
王
朝
が
支
配
秩
序
崩
壊
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

お
よ

く
な
く
、
逆
に
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
属
王
自
作
器
で
あ
る
訣
基
に
記
さ
れ
た
「
院
が
心
は
、
四
方
に
墜
ぶ
」
と
の
王
言
ゃ
、
分
甲
盤
「
玉
、

甲
に
命
ず
。
成
周
囲
方
の
積
を
政
嗣
し
、
南
准
夷
に
至
れ
。
准
夷
は
奮
と
我
が
員
晦
の
人
な
り
。
敢
え
て
そ
の
白
貝
・
其
の
積
・
其
の
進
人
を
出

さ
ざ
る
母
れ
」
(
一

O
一
七
四
・
皿
B
)
に
み
え
る
南
准
夷
に
封
す
る
支
配
意
思
の
表
明
な
ど
、
王
朝
の
支
配
秩
序
の
回
復
が
強
く
志
向
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
か
つ
て
王
朝
に
廃
か
ぬ
「
不
廷
」
を
懐
け
た
王
と
し
て
回
顧
さ
れ
た
の
が
康
王
で
あ
っ
た
。

武
王
の
崩
御
後
、
い
わ
ゆ
る
三
監
の
乱
を
は
じ
め
と
し
た
諸
反
乱
が
勃
琵
し
、
成
王
や
周
公
旦
が
そ
の
鎮
匿
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
古
丈
献
の

(
的
)

等
し
く
惇
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
青
銅
器
銘
に
お
い
て
も
、
大
保
革
「
玉
、
恭
子
聖
を
伐
つ
」
(
四
一
四
0
・
I
A
)
・
小
臣
草
解
「
王
の
後
口
、

商
に
克
ち
て
、
成
自
に
在
り
」
(
六
五
一
二
・

I
A
)
、
あ
る
い
は
康
侯
蓋
「
玉
、
商
邑
を
東
伐
す
o

A
叩
を
康
侯
に
祉
だ
し
、
衡
に
都
つ
く
ら
し

む
」
(
四
O
五
九
・

I
A
)
が
、
三
監
の
乱
の
鎮
屋
、
な
ら
び
に
そ
の
後
の
衡
の
封
建
に
言
及
し
て
い
る
。
速
盤
銘
は
成
王
に
「
仕
え
た
」
皇
高

組
公
叔
に
つ
い
て
、

あ

ま

ね

と

あ

き

だ

こ
こ
に
股
が
皇
高
組
公
叔
、
克
く
成
王
を
速
匹
し
、
大
命
を
成
受
し
、
方
く
不
享
を
秋
ざ
け
、
用
て
四
国
・
高
邦
を
奨
め
た
り
。

(
4
)
 

と
記
し
て
い
た
が
、
「
方
く
不
享
を
秋
ざ
け
」
の
「
不
享
」
と
は
来
貢
せ
ざ
る
勢
力
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
具
盟
的
に
は
三
監
の
乱
鎮
匪

な
ど
の
記
憶
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
成
王
期
に
属
し
う
る
軍
事
活
動
に
は
、

ほ
か
に
剛
却
隼
/
白
「
王
、
埜
を
征
す
」
(
五
九

七
七
・

I
A
/
五
三
八
三
)
・
禽
革
「
王
、
埜
侯
を
伐
つ
」
(
四
O
四
一
・

I
B
)
や
、
里
方
鼎
「
こ
れ
周
公
、
こ
こ
に
東
夷
・
豊
伯
・
薄
姑
を
征

伐
し
、
成
く
弐
つ
」
(
二
七
二
九
)
・
脹
鼎
「
こ
れ
公
大
保
、
来
た
り
て
反
夷
を
伐
て
し
年
」
(
九
七
二
八
)
な
ど
が
あ
る
が
、
康
王
期
の
宜
侯
矢

基
「
王
、
武
王
・
成
王
の
伐
て
る
商
圃
を
省
し
、
倍
で
て
東
国
の
圃
を
省
す
」
(
四
三
二
0
・
I
B
)
が
、
康
王
の
省
(
通
省
)
す
な
わ
ち
軍
事
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そ
れ
は
な
お
武
王
克
肢
の
延
長
上
に
あ
る
も

会
き

の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
史
措
盤
銘
は
成
王
の
事
績
を
「
左
右
は
柔
曾
剛
鯨
に
し
て
、
用
て
こ
こ
に
周
邦
を
徹
め
た
り
」
、
康
王
の
事
績
を

「
遂
し
み
て
億
彊
を
す
し
た
り
」
と
記
録
し
て
お
り
、
「
周
邦
を
徹
め
た
り
」
と
「
億
彊
を
す
し
た
り
」
と
は
釘
匂
の
闘
係
に
あ
る
。
「
左
右
は

(
必
)

柔
曾
剛
鱗
」
の
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
史
暗
盤
銘
は
成
王
の
事
績
が
ほ
ぼ
「
周
邦
」
に
限
定
さ
れ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

(
幻
)

に
封
し
て
、
康
王
の
事
績
は
「
億
彊
」
に
か
け
ら
れ
、
そ
の
支
配
領
域
の
さ
ら
な
る
掻
大
を
示
唆
し
て
い
る
。
速
盤
銘
の
「
方
く
不
廷
を
懐
け

的
査
察
行
潟
の
封
象
を
「
武
王
・
成
王
の
伐
て
る
商
園
」
と
「
東
園
の
固
」
に
分
か
つ
よ
う
に
、

た
り
」
と
の
連
績
性
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

周
王
朝
の
本
格
的
な
征
討
活
動
が
記
録
さ
れ
る
の
は
、
林
巳
奈
夫
が

I
B
か
ら

E
B
に
断
代
す
る
青
銅
器
銘
に
お
い
て
で
あ
る
。
大
孟
鼎

(
I
B
)
と
同
じ
孟
の
作
器
に
か
か
る
小
孟
鼎
(
二
八
三
九
)
は
、
鬼
方
を
遠
征
し
た
孟
が
、
「
獣
(
酋
)
一
一
人
、
獲
賊
四
千
八
百
口
十
二
誠
、

待
人
高
三
千
八
十
一
人
、
倖
馬
口
口
匹
、
存
車
叶
雨
、
倖
牛
三
百
五
十
五
午
、
羊
叶
八
羊
」
「
獣
(
曾
)

一
人
、
獲
誠
二
百
叶
七
誠
、
待
人
口

口
口
人
、
停
馬
四
匹
、
停
車
百
口
雨
」
に
及
ぶ
捕
虜
・
首
級
・
歯
獲
品
を
献
上
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
西
周
期
最
大
規
模

(
N
H
)
 

の
征
討
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。

あ
く

こ
れ
五
月
、
玉
、
芹
に
在
り
。
戊
子
、
作
冊
折
に
命
じ
、
望
土
を
相
侯
に
既
り
、
金
を
賜
い
、
臣
を
賜
わ
し
む
。
王
の
休
を
揚
す
。
こ
れ

王
の
十
又
九
問
、
用
て
父
乙
の
降
を
作
る
、
そ
れ
永
く
賓
と
せ
よ
。

と
、
在
位
一
九
年
の
年
に
王
が
序
に
在
り
、
相
侯
に
望
土
の
地
を
賜
っ
た
こ
と
を
記
録
す
る
折
隼
/
航
/
方
葬
(
六
O
O
二
/
九
三
O
三・

I
B

(
日
)

/
九
八
九
五
・

I
B
)
の
作
器
者
作
冊
折
は
、
史
措
盤
に
記
録
さ
れ
た
史
婿
の
亜
組
組
辛
で
あ
り
、
こ
れ
を
成
王
期
に
ま
で
湖
ら
せ
る
こ
と
は
で(

必
)

き
な
い
(
表
1
参
照
)
o

林
断
代
の

I
B
を
勘
案
す
れ
ば
、
康
王
期
の
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
序
の
地
で
は
別
に
、
夷
伯
の
安
撫
、

(
釘
)

超
へ
の
禾
土
の
賜
輿
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
大
量
の
捕
虜
の
捕
獲
、
あ
る
い
は
宋
土
の
賜
奥
、
さ
ら
に
宜
侯
矢
皇
「
王
、

475 

宜
の
宗
一
粧
に
位
し
、
南
町
四
同
す
。
王
、
虎
侯
矢
に
命
ず
。
日
く
、
あ
あ
、
宜
に
侯
た
れ
」
に
記
録
さ
れ
た
虎
侯
矢
の
宜
へ
の
移
封
な
ど
、
康
王
期

の
青
銅
器
銘
に
は
本
格
的
な
征
討
活
動
の
開
始
と
支
配
領
域
の
擦
大
を
示
唆
す
る
も
の
が
多
い
。
宜
侯
矢
藍
は
康
王
が
「
武
王
・
成
王
の
伐
て
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る
商
園
」
と
「
東
圃
の
園
」
を
省
(
遍
省
)
し
た
こ
と
を
惇
え
て
い
た
し
、
大
孟
鼎
、

つ

つ

し

た

す

き

み

王
日
く
、
孟
よ
、
す
な
わ
ち
召
爽
し
て
、
戎
を
死
嗣
せ
よ
。
罰
訟
を
敏
み
諌
み
、
夙
タ
し
我
一
人
を
召
け
、
四
方
に
丞
…
た
ら
し
め
よ
。

我
に
お
い
て
、
そ
れ
先
王
の
授
け
ら
れ
た
ま
い
し
民
と
授
け
ら
れ
た
ま
い
し
彊
土
と
を
逼
省
せ
よ
。

で
は
、
孟
が
康
王
に
か
わ
っ
て
「
先
王
の
授
け
ら
れ
た
ま
い
し
民
と
授
け
ら
れ
た
ま
い
し
彊
土
」
を
遍
省
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

「
四
方
」
と
「
我
一
人
」
す
な
わ
ち
「
王
身
」
は
、
王
の
移
動
(
遁
省
)
を
介
し
て
結
び
つ
き
、
「
王
身
」
か
ら
「
四
方
」
に
至
る
王
朝
秩
序

(
叩
)

の
言
説
化
が
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

林
断
代
の
I
B
の
時
期
に
本
格
化
し
た
軍
事
活
動
は
、
緩
く
H
A
-
H
B
の
時
代
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
雪
鼎
「
こ
れ
王
、
東
夷
を
伐

つ
」
(
二
七
四
0
・

H
A
)
の
東
夷
や
、
令
皇
「
こ
れ
王
こ
こ
に
楚
伯
を
伐
ち
て
、
炎
に
在
り
」
・
過
伯
基
「
過
伯
、
王
に
従
い
て
反
刑
を
伐
つ
」

(
三
九
O
七
-
E
A
)
の
楚
刑
、
あ
る
い
は
師
耕
鼎
「
師
薪
の
衆
僕
、
王
の
子
方
を
征
す
る
に
従
わ
ず
」
(
二
八
O
九
-
H
B
)
の
子
方
に
つ
い
て

(
羽
)

は
、
周
王
自
身
に
よ
る
遠
征
活
動
が
記
銀
さ
れ
、
さ
ら
に
伯
桃
山
父
・
伯
昨
父
・
伯
羅
父
(
師
羅
父
)
と
い
っ
た
人
物
が
こ
の
時
期
の
軍
事
活
動

(

日

)

ひ

き

を
捨
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
班
基
「
玉
、
毛
公
に
命
ず
、
邦
家
君
・
土
駁
・
或
人
を
以
い
て
、
東
園
の
病
戎
を
伐
て
、
と
。

-
E
A
)
・
明
公
隼
「
こ
れ
王
、
明
公
に
命
ず
、
二
一
族
を
遣
わ
し
、
東
国
を
伐
て
、
と
」
(
四
O
二
九
)
は
、

(
児
)

こ
の
時
期
に
「
東
固
」
へ
の
征
討
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
惇
え
て
い
る
。

+
h
U
F
O
 

「
遅
し
み
て
億
彊
を
す
し
」
た
康
王
の
事
績
に
次
い
で
、
史
措
盤
銘
は
昭
王
の
事
績
を
「
慶
く
楚
刑
を
能
め
、
こ
れ
狩
り
し
て
南
行
せ
り
」

:
・
三
年
、
東
園
を
静
む
」
(
四
三
四
一

と
記
録
し
て
い
た
。
昭
王
の
「
南
行
」
が
先
に
引
い
た
令
皇
銘
・
過
伯
基
銘
に
も
み
え
る
楚
刑
へ
の
親
征
に
該
首
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
林
断
代
H

A
の
青
銅
器
銘
に
は
東
夷
あ
る
い
は
束
園
へ
の
親
征
も
記
録
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
昭
王
の
親
征
は
必
ず
し

も
楚
刑
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
史
情
盤
銘
が
昭
王
の
南
征
に
の
み
言
及
す
る
の
は
、
そ
れ
が
昭
王
の
最
も
記
憶
さ

れ
る
べ
き
事
績
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
そ
の
こ
と
は
昭
王
の
他
の
事
績
を
記
憶
の
背
後
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。

昭
王
と
い
え
ば
南
征
な
の
で
あ
り
、
そ
の
記
憶
は
以
後
ゆ
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
『
春
秋
左
氏
惇
』
信
公
四
年
「
昭
玉
、
南
征
し
て
復
ら
ず
」
や
、
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『
竹
書
紀
年
』

の
「
周
昭
王
十
六
年
、
楚
刑
を
伐
つ
」
(
「
初
皐
記
』
者
七
)
・
「
周
昭
王
十
九
年
、
:
:
:
六
師
を
漢
に
喪
う
」
(
『
初
皐
記
』
巻
七
)
・

「
周
昭
王
の
末
年
、
:
:
:
そ
の
年
、
王
、
南
巡
し
て
返
ら
ず
」
(
『
太
平
御
覧
』
巻
八
七
四
)
と
い
っ
た
丈
献
史
料
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。東

夷
・
東
園
へ
の
遠
征
、
あ
る
い
は
呂
行
壷
「
伯
愚
父
北
征
し
、
こ
れ
還
る
」
に
み
え
る
伯
愚
父
の
「
北
征
」
な
ど
、
林
断
代
の

H
A
か
ら

E
B
に
か
け
て
の
青
銅
器
銘
に
記
録
さ
れ
て
い
た
征
討
活
動
は
、
南
征
と
強
く
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
昭
王
に
属
し
え
な
い
記
憶
と
な
り
、
昭

お

お

は

か

り

ご

と

な

ら

か

さ

王
に
前
後
す
る
王
と
の
親
和
性
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
穆
王
に
つ
い
て
史
脂
盤
銘
は
「
苛
い
な
る
誇
に
型
帥
い
、
結
ね
て

天
子
を
寧
ん
じ
た
り
」
と
抽
象
的
な
事
績
し
か
書
き
え
な
か
っ
た
が
、
二
王
統
言
の
言
説
を
用
い
る
速
盤
銘
は
、

は
か
り
こ
と

こ
こ
に
股
が
皇
高
組
恵
仲
金
父
、
政
に
盤
訴
し
、
猷
に
成
る
有
り
、
用
て
昭
王
・
穆
王
を
曾
け
、
政
を
四
方
に
延
き
、
楚
刑
を
撲
伐

せ
り
。

と
記
し
、
昭
王
・
穆
王
を
「
四
方
」
あ
る
い
は
「
楚
刑
」
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
昭
王
南
征
の
記
憶
を
踏
ま
え
た
記
述
で
は
あ
る
が
、

(
日
)

そ
れ
は
同
時
に
、
穆
王
と
「
四
方
」
と
の
か
か
わ
り
を
認
め
よ
う
と
す
る
表
現
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
戎
生
鐘
(
『
近
出
」
二
七
三
四
)
に
、

う

る

わ

わ

は

か

り

ご

と

戎
生
日
く
、
休
し
き
辞
が
皇
祖
憲
公
、
起
々
超
々
と
し
て
、
そ
の
明
心
を
啓
き
、
そ
の
猷
を
慶
経
に
す
。
よ
く
穆
天
子
の
淵
霊
に
稀

J

の
K
己

ぃ
、
用
て
こ
の
外
土
に
建
ち
、
蟹
戎
を
逼
嗣
し
、
用
て
不
廷
方
を
斡
む
。

(
日
)

と
あ
る
よ
う
に
、
穆
王
(
穆
天
子
)
の
記
憶
は
「
蟹
戎
」
「
不
廷
方
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
穆
王
に
つ
い
て
、
『
春
秋
左
氏
惇
」

l土

「
塗
山
之
舎
」
(
昭
公
四
年
)
・
「
周
行
天
下
」
(
昭
公
二
一
年
)
の
惇
承
を
記
録
し
、

「
北
征
」
(
『
山
海
経
』
大
荒
北
経
注
な

『
竹
書
紀
年
』
は

ど
)
・
「
西
征
」
(
『
山
海
経
』
西
山
経
注
な
ど
)
・
「
西
征
昆
命
正
」
(
『
穆
天
子
惇
』
注
な
ど
)
・
「
伐
楚
」
(
『
委
文
類
緊
』
巻
九
な
ど
)
・
「
東
征
・
西
征
・

南
征
・
北
征
」
(
「
開
元
占
経
』
巻
四
)
と
い
っ
た
惇
承
を
停
え
て
い
る
。
さ
ら
に
『
園
語
」
周
語
上
と

『
穆
天
子
惇
」
に
は
穆
王
の
犬
戎
遠
征
も

停
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
穆
王
を
め
ぐ
る
停
承
の
豊
か
さ
は
、
昭
王
の
南
征
と
同
様
、
周
人
た
ち
が
穆
王
に
結
び
つ
け
て
い
っ
た
「
四
方
」

477 

外
征
の
記
憶
に
そ
の
源
を
設
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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丈
王
・
武
玉
、
成
王
、
康
王
、
そ
し
て
昭
王
・
穆
王
の
事
績
を
自
ら
の
祖
先
と
の
か
か
わ
り
で
「
記
録
」
し
て
き
た
速
盤
銘
だ
が
、
そ
の
皇

高
祖
零
伯
・
皇
亜
姐
龍
仲
に
つ
い
て
は
、

つ

か

っ

と

こ
こ
に
朕
が
皇
高
祖
零
伯
、
そ
の
心
を
義
明
に
し
、
口
服
を
墜
さ
ず
、
用
て
共
王
・
龍
王
に
昨
え
た
り
。
こ
こ
に
股
が
皇
亜
租
諜
仲
、
故

き

み

た

す

め
て
諌
々
と
し
、
克
く
そ
の
畔
考
王
・
得
王
を
旬
け
保
ち
、
周
邦
に
成
る
有
り
。

(
日
)

と
記
す
の
み
で
、
彼
等
が
「
仕
え
た
」
共
王
・
龍
王
、
孝
王
(
考
主
)
・
夷
王
(
得
王
)
四
王
の
事
績
に
な
ん
ら
言
及
し
よ
う
と
し
な
い
。
っ
と

(
同
)

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
共
王
期
頃
を
境
と
し
て
加
命
金
丈
が
急
増
し
、
段
以
来
の
「
事
」
概
念
か
ら
周
濁
自
の
「
嗣
」
概
念
へ
の
交
代

(
貯
)

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
貝
塚
茂
樹
の
い
う
「
賓
貝
賜
輿
形
式
金
丈
」
か
ら
「
官
職
車
服
策
命
形
式
全
丈
」
へ
の
縛
換
も
ま
た
同
じ
事
象

(
時
)

を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
軍
功
へ
の
恩
賞
か
ら
職
掌
任
命
に
封
す
る
思
賞
へ
の
嬰
化
で
も
あ
っ
た
。
王
朝
は
外
征
へ
の
関
心
を
失
っ
て
い
く
が
、

そ
れ
は
支
配
秩
序
の
回
復
を
志
向
し
、
廃
か
ぬ
「
不
廷
」
を
懐
け
た
康
王
に
「
濁
隼
」
の
地
位
を
認
め
て
い
た
後
の
周
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

記
憶
す
べ
き
事
柄
を
も
た
ぬ
時
代
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。
速
盤
銘
の
沈
献
は
、

二
王
統
言
の
言
説
を
用
い
て
い
る
酷
を
差
し
引
い
て
も
な
お
、

共
王
期
頃
に
始
ま
る
西
周
丈
化
の
縛
換
に
よ
く
釘
鷹
し
て
い
る
。

速
盤
銘
の
沈
歎
は
、
こ
れ
ら
諸
王
に
ま
つ
わ
る
記
憶
の
少
な
さ
に
も
針
躍
し
て
い
る
。
『
太
平
御
覧
』
巻
八
五
に
引
か
れ
る
西
菅
・
皇
甫
誼

の

『
帝
王
世
紀
』
が
「
周
、
恭
王
よ
り
夷
王
に
至
る
四
世
、
年
紀
明
ら
か
な
ら
ず
」
と
嘆
い
た
よ
う
に
、
文
献
史
料
に
就
い
て
み
て
も
、
共
王

以
下
の
諸
王
に
か
か
わ
る
記
事
は
貧
弱
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
史
記
』
周
本
紀
は
、
『
国
語
』
周
語
上
に
取
材
し
た
共
王
の
密
康
公

訴
滅
を
記
し
た
あ
と
、
績
く
諜
王
・
孝
王
・
夷
王
に
つ
い
て
は
王
位
耀
承
の
混
乱
を
惇
え
る
の
み
で
、
各
王
の
事
績
を
何
一
つ
具
躍
的
に
記
述

し
え
ず
、
た
だ
「
殻
王
の
時
、
王
室
遂
に
衰
え
、
詩
人
、
刺
を
作
す
」
と
記
す
の
が
や
っ
と
で
あ
る
。
周
本
紀
が
取
材
し
た

『
国
語
』
周
語
上

一
気
に
属
王
暴
虐
・
奔
歳
へ
と
話
題
を
と
ば
し
て
お
り
、
穆
王
と
属
王

は
、
穆
王
の
犬
戎
遠
征
の
あ
と
、
共
王
の
密
康
公
諒
滅
を
は
さ
ん
で
、

(ω) 

に
は
さ
ま
れ
た
四
王
の
記
憶
の
少
な
さ
を
露
呈
し
て
い
る
。
唯
一
記
録
さ
れ
た
密
康
公
詠
滅
も
ま
た
完
全
に
孤
立
し
た
惇
承
で
あ
っ
て
、
共
王

と
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
紋
く
と
す
れ
ば
、
「
国
語
』
そ
し
て

『
史
記
」
周
本
紀
は
、
こ
れ
ら
四
王
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
語
り
え
て
い
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(
制
)

な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
春
秋
左
氏
惇
」
『
竹
書
紀
年
』
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
「
春
秋
左
氏
惇
」
は
共
王
・
龍
王
・
孝
王
に
つ
い
て
は
何
も
語
り

や
ま
い

え
ず
、
夷
王
に
つ
い
て
わ
ず
か
に
「
夷
王
に
至
り
て
、
玉
、
そ
の
身
に
恕
あ
り
、
諸
侯
、
並
び
に
そ
の
望
に
走
り
、
以
て
王
の
身
を
新
ら
ざ

事
情
は

る
は
莫
し
」
と
い
う
王
子
朝
の
謹
言
を
停
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
(
昭
公
二
六
年
)
。
『
竹
書
紀
年
」
も
ま
た
、
龍
王
元
年
の
日
食
記
事
を
除
け

ば
、
共
王
・
龍
王
・
孝
王
に
つ
い
て
の
遺
丈
は
な
く
、
夷
王
に
至
っ
て
よ
う
や
く
「
夷
王
二
年
、
目
別
人
・
呂
人
来
た
り
て
瑳
玉
を
献
ず
」
(
『
太

平
御
覧
』
巻
八
五
な
ど
)
・
「
一
一
一
年
、
玉
、
諸
侯
を
致
し
、
斉
哀
公
を
鼎
に
烹
る
」
(
『
太
平
御
覧
』
を
八
五
な
ど
)
・
「
夷
王
、
社
林
に
織
し
、

一
犀
午

を
得
」
(
『
太
平
御
覧
』
巻
八
九
O
)
・
「
夷
王
衰
弱
し
、
荒
服
朝
せ
ず
、
乃
ち
公
に
命
じ
て
六
師
を
率
い
、
太
原
の
戎
を
伐
た
し
む
」
(
「
後
漢
書
』

西
完
惇
注
)
と
い
っ
た
記
事
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
五
年
師
旋
基
(
四
一
一
一
六
一
七
・
皿
A
)
に
「
王
日
く
、
師
旋
よ
、
汝
に
命
じ
て
斉

に
蓋
追
せ
し
む
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
ほ
ぼ
こ
の
頃
の
も
の
と
す
れ
ば
、
夷
王
あ
た
り
か
ら
再
び
周
王
の
軍
事
活
動
が
記
憶
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
二
王
統
言
の
言
説
を
用
い
る
遼
盤
銘
は
沈
献
を
守
っ
た
が
、
そ
れ
は
速
盤
銘
の
「
時
代
」
の
幕
開
け
を
告
げ
て
い
る
と
い
え

(
臼
)

る
だ
ろ
、
っ
。

お

わ

り

属
王
・
官
一
王
期
に
は
「
濁
隼
」
で
あ
り
、
成
王
と
の
統
言
を
克
れ
て
い
た
康
王
は
、
そ
の
地
位
を
文
献
史
料
に
惇
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

(
位
)

た
。
『
史
記
」
周
本
紀
が
、
成
王
・
康
王
二
王
の
治
世
を
総
括
し
て
、

あ

成
・
康
の
際
、
天
下
安
寧
に
し
て
、
刑
錯
き
て
四
十
鈴
年
用
い
ず
。

と
記
し
た
よ
う
に
、
康
王
は
や
が
て
成
王
と
統
言
さ
れ
、
理
想
的
な
安
寧
の
時
代
の
王
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
太
平
御
覧
」
巻
八
五

479 

な
ど
に
引
か
れ
る
『
竹
書
紀
年
』
に
も
こ
れ
と
同
じ
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
成
王
と
康
王
を
一
組
と
し
、
そ
の
治
世
を
安
寧
と
み
な
す
言
説
は
、

(
m
m
)
 

戦
園
期
に
は
既
に
普
遍
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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480 

康
王
「
濁
寧
」
が
忘
れ
ら
れ
、
成
王
・
康
王
を
統
言
す
る
言
説
が
成
立
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
周
の
東
遷
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

(
山
間
)

成
周
の
地
は
成
王
の
記
憶
と
強
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
か
つ
康
王
「
濁
隼
」
を
具
現
し
て
い
た
康
宮
諸
宮
は
そ
の
地
に
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
詩
経
』
周
頃
・
日
天
天
有
成
命
に
「
目
天
天
、
成
命
有
り
、

二
后
こ
れ
を
受
く
、
成
王
敢
え
て
康
か
ら
ず
、
夙
夜
、
命
に
基
づ
き
宥
密
に
す
」
と

あ
る
。
二
后
、
す
な
わ
ち
丈
王
・
武
王
に
つ
い
で
成
王
に
言
及
す
る
こ
の
詩
句
は
、
丈
王
と
武
王
を
一
組
と
し
、
か
つ
成
王
と
康
王
を
別
個
に

つ
よ

扱
お
う
と
す
る
連
盤
銘
と
同
じ
認
識
を
共
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
く
周
領
・
執
競
「
競
き
を
執
る
武
玉
、
競
き
無
け

ひ

け

ん

き

み

ん
や
こ
れ
烈
、
不
額
な
る
成
・
康
、
上
帝
こ
れ
を
皇
と
せ
り
、
彼
の
成
・
康
よ
り
、
四
方
を
奄
有
す
」
に
、
武
王
に
つ
い
で
成
王
・
康
王
二
王

(

叫

山

)

の
事
績
が
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
、
周
墳
の
時
代
に
は
す
で
に
成
王
と
康
王
を
一
組
と
す
る
言
説
が
う
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
『
詩
一
経
』
一
一
一
頃
の
下

(

町

山

)

限
を
魯
信
公
(
在
位
六
五
九
二
七
年
)
・
宋
裏
公
(
在
位
前
六
五
O

三
七
年
)
に
か
け
て
理
解
す
る
立
場
を
と
れ
ば
、
康
王
「
濁
隼
」
の
忘
却
、

成
王
・
康
王
二
王
統
言
の
一
般
化
は
、
遼
盤
銘
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
な
い
時
代
に
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

先
に
康
王
「
濁
隼
」
に
つ
い
て
の
唐
蘭
の
説
明
を
み
た
が
、
そ
こ
で
唐
氏
は

「
春
秋
左
氏
停
』
昭
公
二
六
年
の
「
昔
、
武
玉
、
段
に
克
ち
、

成
王
、
四
方
を
靖
ん
じ
、
康
玉
、
民
を
息
わ
せ
、
並
に
母
弟
を
建
て
、
以
て
周
に
蕃
扉
と
せ
り
」
の
一
文
を
引
い
て
い
た
。
康
王
が
母
弟
を
封

建
し
た
王
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
『
春
秋
左
氏
惇
』
昭
公
九
年
「
丈
・
武
・
成
・
康
の
母
弟
を
建
て
、
以
て
周
に
蕃
扉
と
せ
り
」
の
一
丈
で
も

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
(
貫
際
に
史
料
に
就
い
て
み
れ
ば
、
あ
の
車
一
族
を
除
い
て
、
康
王
の
母
弟
(
す
な
わ
ち
成
王
の
子
輩
)
を
始
組
と

す
る
諸
侯
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
春
秋
左
氏
停
」
信
公
二
四
年
の
、

や
わ
ら

二
叔
の
成
が
ざ
る
を
弔
む
。
故
に
親
戚
を
封
建
し
、
以
て
周
に
蕃
扉
と
せ
り
。
管
・
事
・
郎
・
霊
・
魯
・
衛
・
毛
・
耶
・

昔
、
周
公
、

部
・
羅
・
曹
・
膝
・
畢
・
原
・
部
・
協
は
、
丈
の
昭
な
り
。
邦
・
音
・
陸
・
韓
は
、
武
の
穆
な
り
。
凡
・
蒋
・
那
・
茅
・
昨
・
祭
は
、
周

公
の
胤
な
り
。

と
い
う
一
丈
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
諸
侯
始
封
の
惇
承
は
丈
王
・
武
王
の
子
輩
、
あ
る
い
は
周
公
旦
の
子
輩
へ
と
牧
数
し
、
最
終
的
に
は
成

(
m
m
)
 

王
の
治
世
に
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
康
王
は
周
初
の
封
建
に
そ
の
名
を
連
ね
て
は
い
る
も
の
の
、
康
王
期
の
封
建
を
め
ぐ
る
具
睦
的
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な
記
憶
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

孟
に
よ
る
鬼
方
遠
征
、
あ
る
い
は
在
位
一
九
年
の
こ
と
と
記
録
さ
れ
る
序
地
で
の
一
連
の
活
動
な
ど
、
康
王
期
の
軍
事
活
動
の
記
憶
も
ま
た

丈
献
史
料
に
惇
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
「
不
廷
」
を
懐
け
た
王
と
し
て
回
顧
さ
れ
て
い
た
康
王
は
、
「
民
を
息
わ
せ
」
た
王
へ

と
そ
の
姿
を
饗
え
て
し
ま
い
、
そ
の
軍
事
活
動
の
記
憶
は
康
王
と
の
結
び
つ
き
を
失
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
「
後
漢
書
』
西
売
停
注
に
引
く

『
竹
書
紀
年
』
は
、
丈
王
の
父
王
季
(
季
際
)
が
段
王
武
乙
の
三
五
年
に
「
西
落
鬼
戎
」
を
伐
ち
、
そ
の
王
二

O
人
を
捕
虜
と
し
た
と
記
録
し

て
い
る
。
王
国
維
「
鬼
方
見
夷
鍛
抗
考
」
(
「
観
堂
集
林
』
)
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
鬼
戎
は
鬼
方
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
周
建

(ω) 

園
前
の
王
季
の
時
代
に
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
鬼
方
遠
征
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
康
王
期
の
事
績
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ら

れ
た
鬼
方
遠
征
が
、
王
季
の
事
績
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
穆
王
の
犬
戎
遠
征
の
惇
承
も
ま
た
そ
の
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
か

(
刊
)

も
し
れ
な
い
。

「
天
下
安
寧
に
し
て
、
刑
錯
き
て
四
十
鈴
年
用
い
ず
」
と
い
う
こ
と
ば
で
成
王
・
康
王
の
治
世
を
総
括
し
た

『
史
記
」
周
本
紀
が
、
責
際
に

康
王
に
つ
い
て
書
き
え
た
こ
と
は
、
成
王
崩
御
か
ら
康
王
即
位
に
い
た
る
一
連
の
儀
式
を
主
題
と
す
る
『
尚
書
』
周
書
の
顧
命
・
康
詰
(
康
王

之
詰
)
雨
篇
の
要
旨
と
、
畢
命
篇
の
圭
日
序
「
康
王
、
作
策
畢
公
に
命
じ
、
居
里
を
分
か
ち
て
、
周
郊
を
成
し
、
畢
命
を
作
る
」
で
し
か
な
い
。

楚
世
家
に
は
『
春
秋
左
氏
停
」
昭
公
四
年
に
取
材
し
た
「
康
王
に
豊
宮
の
朝
有
り
」
と
い
う
一
文
が
書
き
留
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
『
史
記
』

(η) 

は
康
王
の
事
績
を
ほ
ぼ
完
全
に
忘
れ
去
っ
て
い
る
。
以
後
、
康
王
は
時
に
庇
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
濁
隼
」
を
再
び
思
い
出
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

481 

キ+占(
1
)
険
西
省
考
古
研
究
所
・
賓
鶏
市
考
古
工
作
隊
・
眉
豚
文
化
館
「
険

西
眉
豚
楊
家
村
西
周
青
銅
器
密
戒
」
(
『
考
士
円
奥
文
物
」
二

O
O
三

|

三
)
、
同
「
険
西
眉
豚
楊
家
村
西
周
青
銅
器
空
白
裁
愛
掘
筒
報
」
(
『
『
え

物
』
二

O
O
三
六
)
、
陳
西
省
文
物
局
・
中
華
世
紀
培
雲
術
館

『
席
世
士
円
金
|
|
陳
西
賓
鶏
岩
豚
青
銅
器
害
寂
』
(
北
京
出
版
祉
、

二
O
O
三
年
)
な
ど
。
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(
2
)
『
史
記
』
周
本
紀
「
四
十
六
年
、
官
一
王
崩
」
o

し
か
し
な
が
ら
、

す
で
に
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
四
十
又
二
年
五
月

阪
生
覇
乙
卯
」
と
「
四
十
又
三
年
六
月
段
生
覇
丁
亥
」
の
二
つ
の
紀

時
は
暦
譜
上
で
う
ま
く
接
績
し
な
い
。

(
3
)

『
史
記
』
周
本
紀
「
愁
玉
川
刷
、
共
王
弟
昨
方
『
げ
一
、
是
第
孝
王
。
孝

王
山
刷
、
諮
侯
復
立
議
五
太
子
受
、
是
矯
夷
王
」

0

(
4
)
王
閥
維
の
「
二
重
誼
嫁
法
」
に
つ
い
て
は
、
井
波
陵
一
「
王
園
維

と
二
重
議
採
法
」
(
『
遺
境
問
土
木
簡
の
研
究
』
朋
友
書
庖
、
二

0
0

三
年
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
5
)
王
園
維
『
古
史
新
諮
|
|
王
園
維
最
後
的
講
義
』
(
清
華
大
串
出

版
一
吐
、
一
九
九
四
年
)
に
「
吾
輩
生
於
今
日
、
幸
於
紙
上
之
材
料
外
、

更
得
地
下
之
新
材
料
、
由
此
種
材
料
、
我
輩
凶
得
擦
以
補
正
紙
卜
之

材
料
」
と
あ
る
。

(
6
)

陳
西
周
原
考
古
隊
「
陳
西
扶
風
荘
内
一
一
披
西
周
青
銅
器
空
白
寂
設
掘

筒
報
」
(
「
文
物
』
一
九
七
八
三
)
、
手
廉
平
『
西
周
微
氏
家
族
青

銅
器
群
研
究
』
(
文
物
出
版
壮
、
一
九
九
二
年
)
o

な
お
、
青
銅
器
の

初
出
に
あ
た
っ
て
は
、
『
段
周
金
文
集
成
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
四

九
四
年
。
以
下
、
『
集
成
』
)
の
著
録
番
競
と
林
巳
奈
夫
『
股
周
時

代
青
銅
器
の
研
究
|
|
股
周
時
代
青
銅
器
綜
覧
一
』
(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
四
年
)
の
断
代
案
(
以
下
、
林
断
代
)
を
示
す
。
『
股
刷
金

文
集
成
』
に
著
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
宜
『
近
出

段
周
金
丈
集
録
』
(
中
華
童
H

局
、
二

O
O
二
年
。
以
下
、
『
近
出
』
)

の
著
録
番
競
な
ど
で
補
う
こ
と
と
す
る
。

(
7
)

「
険
西
屑
豚
出
土
害
寂
青
銅
器
筆
談
」
(
『
文
物
』
二

O
O
一二ーー

六
)
に
お
い
て
、
劉
軍
枇
は
、
史
楕
盤
銘
と
逮
盤
銘
の
閥
、
心
の
相
異

」

に
つ
い
て
「
史
賠
盤
側
重
的
是
周
王
的
功
績
、
遼
盤
側
主
的
是
車
氏

家
族
先
租
的
事
誠
一
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
8
)

劉
士
茨
「
措
盤
・
速
盤
之
封
比
研
究
|
|
粂
談
西
周
微
氏
・
車
公

家
族
空
白
裁
銅
器
群
的
歴
史
意
リ
我
」
(
『
文
博
』
二

0
0
四
五
)
も
爾

盤
銘
の
比
較
を
意
園
し
た
論
考
で
あ
る
が
、
本
稿
の
見
解
と
は
異
な

る
。
就
い
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
9
)

『
向
童
日
』
で
は
ほ
か
に
、
顧
命
(
康
王
之
ム
叩
)
・
文
侯
之
命
に

「
文
・
武
」
の
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
「
命
」
の
成
立
が

「
非
巴
に
遅
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
本
雅
明
『
春
秋
戦
園
に
お

け
る
尚
書
の
展
開
』
序
説
(
風
間
書
房
、
一
九
六
六
。
の
ち
松
本
雅

明
著
作
集
(
一
二
)
、
弘
生
書
林
、
一
九
八
八
年
に
再
録
)
を
参
照
。

(
日
)
毛
公
鼎
「
王
若
く
日
く
、
父
暦
よ
、
杢
額
な
る
文
・
武
、
皇
天
弘

い
に
そ
の
徳
に
厭
き
、
我
が
有
周
に
配
す
。
大
命
を
暦
受
し
、
不
廷

方
を
率
懐
し
、
文
・
武
の
歌
光
に
閏
さ
れ
ざ
る
亡
し
」
(
二
八
四

一
・
皿
B
)
も
ま
た
、
同
じ
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。

(
日
)
参
有
嗣
の
一
人
と
し
て
名
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
嗣
馬
車
擦
も
ま
た
、

単
一
族
の
構
成
員
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
拙
著
『
周
代
岡
制
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
二

O
O
二
年
。
以
下
、

拙
著
)
第
皿
部
・
第
一
章
・
第
二
節
「
稀
謂
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ヨ

ン
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
池
津
優
『
『
孝
』
の
思
想
の
宗
教
撃
的
研
究
|
|
古
代
中
園
に
お

け
る
組
先
崇
拝
の
思
想
的
愛
展
』
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、
二

O
O
二

年
)
第
二
章
「
西
周
春
秋
時
代
の
孝
と
加
先
崇
拝
」
は
、
史
楢
盤
銘

に
み
え
る
高
組
・
刺
組

-
E
租
の
稀
援
に
つ
い
て
、
高
祖
を
最
大
限

の
出
自
集
圏

(
B臼
阿

5
5
H
H
-
5
2向
。
)
の
始
祖
、
刺
祖
を
そ
こ
か
ら
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法
一
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任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
-

H

N

1

J

待

ー「

わ
か
れ
た
大
分
節
(
目
白

]0:品
目
自
門
)
の
始
組
、
そ
し
て
亜
組
を

そ
の
下
の
分
節

(
B
E
R
g
m
B
B乙
の
始
組
と
す
る
見
解
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
間
早
叔
家
が
車
伯
家
か
ら
分
節
す
る

の
は
速
の
皇
河
川
組
諮
仲
の
代
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
)
軍
閥
係
器
に
は
ほ
か
に
、
草
子
伯
翠
(
四
四
二
四
)
・
草
子
伯
盤

(一

O
O
七
O
)
が
あ
る
。
『
集
成
」
は
盆
を
春
秋
早
期
、
盤
を
西

周
早
期
(
『
段
周
金
文
集
成
調
停
文
」
(
香
港
中
文
大
挙
中
岡
文
化
研
究

所
、
二

O
O
一
年
)
は
こ
れ
を
西
周
中
期
に
改
め
て
い
る
)
に
断
代

す
る
が
、
春
秋
時
代
の
草
子
の
存
在
か
ら
考
え
て
も
、
さ
ほ
ど
時
代

は
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
北
京
市
房
山
際
琉
璃
河
二
五
一

競
墓
か
ら
出
土
し
た
白
を
『
集
成
』
は
車
子
白
(
-
立
一
九
五
)
と
し

て
著
録
す
る
が
、
そ
の
字
は
「
車
」
と
讃
め
な
い
。

(
日
)
李
皐
勤
「
論
美
演
牧
戒
的
幾
件
商
周
文
物
」
(
『
文
物
』
一
九
七
九

一
一
一
)
「
維
多
利
直
美
術
館
這
件
方
鼎
、
造
型
最
接
近
『
商
周
葬

器
通
考
』
一
二
六
方
鼎
、
奥
洛
陽
馬
坂
出
土
的
幾
件
作
所
大
方
鼎
也

相
類
似
。
鼎
腹
較
浅
、
是
乞
伺
的
共
同
特
征
。
作
所
大
方
鼎
矯
周
康

王
・
昭
王
時
器
、
這
件
叔
方
鼎
的
時
代
麿
該
相
同
。
一
這
様
看
来
、
鼎

銘
中
的
問
早
公
仮
可
能
日
疋
成
王
的
少
子
漆
、
也
就
日
疋
第
一
代
的
車
公
」
o

(
日
)
陳
般
市
『
不
見
子
春
秋
大
事
表
之
春
秋
方
図
稿
』
武
拾
、
車
僚
に

「
或
云
成
王
幼
子
藻
、
未
詳
所
本
。
:
:
:
案
:
:
:
成
王
子
藻
之
説
巳

見
姓
纂
、
・
・
・
若
車
子
之
有
八
刀
族
子
周
、
則
草
子
白
遁
之
失
。
成
王

幼
子
之
説
、
則
存
疑
可
耳
」
と
い
う
。
『
元
和
姓
纂
』
上
平
啓
・
二

|
五
実
v

僚
に
「
車
、
周
成
王
封
少
子
議
子
車
邑
、
第
旬
内
侯
、
肉
氏

罵
」
と
あ
る
。

(η)
董
珊
「
略
論
西
周
車
氏
家
族
空
白
寂
青
銅
器
銘
文
」
(
『
中
園
歴
史
文

483 

」

物
』
二

O
O
一
一
一
四
)
、
朱
鳳
翰
「
険
西
省
眉
豚
楊
家
村
出
土
の
速

器
と
西
周
貴
族
の
家
族
形
態
」
(
『
中
国
国
賓
展
園
録
』
、
東
京
圏
立

博
物
館
・
朝
日
新
聞
社
、
二

O
O
四
年
)
な
ど
。

(
凶
)
王
建
「
車
氏
家
族
銅
器
群
」
(
『
文
物
』
二

O
O
三
|
六
)
、
同

「η

高
山
岨
μ

考
」
(
『
文
物
』
二

0
0
三
九
て
あ
る
い
は
朱
鳳
翰

「
陳
西
省
眉
豚
楊
家
村
出
土
の
透
器
と
西
国
貴
族
の
家
族
形
態
」

(
前
掲
)
な
ど
は
、
第
二
代
の
「
皇
高
岨
公
叔
」
を
「
先
高
刑
公

叔
」
と
韓
議
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
拓
本
の
観
察
な
ら
び
に

展
覧
舎
で
の
賓
見
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
を
「
皇
高
組
公
叔
」
と
譲
む

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(
印
)
肯
同
組
の
事
例
で
は
な
い
が
、
同
一
人
物
の
作
器
に
か
か
る
叔
向
父

肉
筆
「
股
が
皇
租
幽
大
叔
の
降
箪
を
作
る
」
(
四
二
四
二

-
E
B
)

と
、
百
円
鼎
「
歪
額
に
し
て
起
々
た
る
皇
組
穆
公
、
克
く
先
王
を
爽
召

し
、
四
方
を
奨
め
た
ま
え
り
。
こ
こ
に
武
公
も
ま
た
股
が
聖
組
考
幽

大
叔
・
諮
叔
を
退
忘
し
た
ま
わ
ず
」
(
二
八
一
一
一
一
二
三
四

-
E
B
)

と
で
は
、
「
皇
祖
」
競
が
附
輿
さ
れ
る
加
先
が
異
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
叔
向
父
百
円
筆
銘
で
「
皇
組
」
と
記
さ
れ
た
幽
大
叔
が

同
鼎
銘
で
は
「
聖
組
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
一
の
稀
競
を
複
数
の

組
先
に
輿
え
る
こ
と
は
同
避
さ
れ
て
い
る
。
師
孟
鐘
「
師
宣
肖
ら
股

が
皇
粗
大
公
・
庸
公
・
口
公
-

h

判
官
仲
・
口
伯
・
孝
公
・
股
が
刺
考

:
:
・
訴
鐘
を
作
る
」
(
「
扶
風
日
良
海
家
出
土
大
型
腿
龍
等
青
銅
器
」

『
丈
物
』
一
九
九
四
二
)
に
列
奉
さ
れ
る
祖
先
名
に
つ
い
て
も
、

「
皇
租
」
競
が
す
べ
て
の
祖
先
に
か
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
必
要

は
な
い
だ
ろ
う
。

(
却
)
皇
高
租
の
「
皇
」
字
は
、
天
上
の
紳
格
を
指
す
「
皇
天
」
や
「
皇
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ト
ぃ
帝
」
「
皇
帝
」
、
あ
る
い
は
周
王
を
指
す
「
皇
王
」
の
よ
う
に
、
そ

の
至
高
性
を
一
不
す
文
字
で
あ
る
。

(
幻
)
張
光
裕
「
讃
西
周
速
器
銘
『
リ
入
札
記
」
(
『
雲
市
岡
向
学
術
論
文
二
集
』
雲

文
印
書
館
、
二

O
O
四
年
)
は
、
別
に
二
器
の
惇
世
品
が
あ
る
と
す

る
が
、
確
認
で
き
な
い
。

(
幻
)
四
十
二
年
速
鼎
や
四
十
三
年
遼
鼎
で
は
、
速
の
名
は
虞
遼
と
表
記

さ
れ
る
。
遼
は
山
林
薮
津
を
管
轄
す
る
虞
職
を
帯
び
て
お
り
、
そ
の

た
め
に
「
四
方
の
虞
・
林
」
が
職
掌
と
し
て
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
同
時
期
の
青
銅
器
群
と
し
て
は
、
ほ
か
に
、
大
克
鼎
(
九
三
・
一

セ
ン
チ
、
二

O
一
・
五
キ
ロ
)
・
小
克
鼎
(
第
一
器
一
五
六
・
五
セ

ン
チ
、
四
七
・
九
キ
ロ
、
第
二
器
二
二
四
・
二
セ
ン
チ
、
第
三
器
一

三
五
・
四
セ
ン
チ
、
第
四
器
一
三
五
・
二
セ
ン
チ
、
第
五
器
一
不
明
、

第
六
器
二
一
九
・
五
セ
ン
チ
、
第
七
器
一
一
小
明
)
・
普
夫
克
鍾
(
一

九
・
九
セ
ン
チ
)
・
克
鐘
(
第
一
器
二
二
五
・
九
セ
ン
チ
、
第
二
器

一
五
四
・
五
セ
ン
チ
、
第
三
器
一
一
一
一

0
・
七
セ
ン
チ
、
第
四
器
一
不

明
、
第
五
器
一
不
明
)
・
克
縛
(
六
三
・
五
セ
ン
チ
、
三
八
・
三
キ

ロ
)
な
ど
か
ら
な
る
克
関
係
器
や
、
国
皇
父
関
係
器
な
ど
が
知
ら
れ

て
い
る
。

(
弘
)
四
十
二
年
速
鼎
「
余
は
は
じ
め
て
長
父
を
建
て
、
楊
に
侯
た
ら
し

め
、
余
は
汝
に
命
じ
て
長
父
を
奨
め
し
む
。
休
に
し
て
汝
克
く
そ
の

自
を
奨
め
、
汝
こ
れ
克
く
乃
が
先
祖
考
に
型
り
、
綴
抗
に
口
し
、
出

で
て
井
阿
に
暦
口
に
捷
つ
。
汝
、
戎
に
教
ら
ず
、
汝
、
長
父
を
口

し
、
以
て
戎
を
追
博
し
、
乃
ち
邸
き
て
弓
谷
に
宕
伐
す
。
汝
、
執
訊

獲
誠
し
、
器
・
車
馬
を
停
る
」
に
は
、
速
が
楊
に
封
建
さ
れ
た
長
父

を
た
す
け
、
出
燃
抗
を
征
討
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
楊

」

へ
の
封
建
に
つ
い
て
は
、
『
新
唐
書
」
宰
相
世
系
表
一
下
「
楊
氏
出

自
姫
姓
、
周
宣
王
子
向
父
封
翁
楊
侯
」
や
『
元
和
姓
裳
』
下
平
聾
・

十
陽
保
コ
云
、
周
宣
王
曾
孫
封
楊
、
気
営
所
減
」
と
い
っ
た
惇
承

が
あ
る
こ
と
を
、
李
向
学
勤
「
眉
豚
楊
家
村
新
出
青
銅
器
研
究
」
(
『
文

物
』
二

0
0三
六
)
が
紹
介
し
て
い
る
。

(
お
)
白
川
静
『
詩
経
研
究
通
論
篇
』
(
朋
友
書
底
、
一
九
八
一
年
。
の

ち
白
川
静
著
作
集
第
十
を
『
詩
経
E
」
干
凡
枇
、
二

0
0
0年
に
再

録
)
第
八
六
早
「
雅
領
詩
篇
の
展
開
」
は
、
「
文
武
受
命
の
一
事
に
、

王
朝
の
絶
封
性
を
根
嫁
づ
け
よ
う
と
す
る
雅
煩
諸
篇
」
が
西
周
後
期

に
成
立
し
た
と
指
摘
す
る
。

(
お
)
「
古
本
竹
書
紀
年
』
(
以
下
、
『
竹
書
紀
年
』
)
は
武
王
の
克
段
か

ら
幽
一
土
の
滅
亡
ま
で
を
二
五
七
年
と
惇
え
て
い
る
。
速
は
宣
王
四
三

年
の
紀
時
を
も
っ
鼎
を
作
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
年
に
死
亡
し
た
と

し
て
も
、
宣
王
の
治
世
は
残
り
三
年
、
さ
ら
に
幽
王
の
治
世
一
一
年

で
滅
亡
に
至
る
。
速
の
皇
肯
同
組
草
公
が
「
仕
え
た
」
と
主
張
す
る
文

王
の
治
世
を
伎
に
宣
王
三
年
・
幽
王
一
一
年
と
ほ
ぼ
相
殺
す
る
も
の

と
す
れ
ば
、
速
一
族
の
佐
代
平
均
年
数
は
約
三
二
年
に
な
る
。
成
王

と
康
玉
を
一
組
と
し
、
速
の
皇
高
祖
を
さ
ら
に
一
人
「
節
約
」
し
た

と
す
れ
ば
、
世
代
平
均
年
数
は
約
三
七
年
と
な
る
。
か
な
り
大
き
な

数
字
だ
が
、
必
ず
し
も
あ
り
え
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
吉
本
這

雅
「
先
秦
王
侯
系
譜
考
」
(
『
立
命
館
文
向
学
』
第
五
六
五
競
、
二

0
0

0
年
)
を
参
照
。

(
幻
)
唐
蘭
「
作
間
令
隼
及
作
冊
令
葬
銘
文
考
稗
」
(
『
園
立
北
京
大
陸
字
圏

島
ナ
季
刊
」
四
巻
一
期
、
一
九
三
四
年
。
の
ち
『
唐
蘭
先
生
金
文
論

集
』
紫
禁
城
出
版
枇
、
一
九
九
五
年
に
再
録
)
o

王
園
維
「
明
堂
廟

十
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(
夜
通
考
」
(
『
観
堂
集
林
』
)
に
も
ま
た
、
康
宮
が
康
王
の
廟
で
あ
る

と
の
指
摘
が
あ
る
。

(
お
)
郭
沫
若
『
雨
周
金
文
辞
大
系
国
銀
孜
耀
」
(
増
一
訂
新
版
、
一
九
五

七
年
)
令
繋
係
。

(
却
)
陳
夢
家
「
西
国
銅
器
断
代
」
(
二
)
一
九
令
方
葬
(
『
考
古
皐
報
』

第
十
冊
、
一
九
五
五
年
。
の
ち
陳
夢
家
著
作
集
『
西
周
銅
器
断
代

卜
冊
』
中
華
書
局
、
二

O
O
四
年
に
再
録
)
。
た
だ
し
、
そ
の
論
詮

の
一
つ
と
し
て
「
在
西
周
金
文
中
有
一
通
例
、
印
ρ

王
才
。
文
語
不

是
王
在
某
地
、
使
円
湾
土
在
某
宮
・
某
寝
:
:
:
、
従
無
か
ア
土
才
某
廟
。

的
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、
中
華
書
局
本
で
は
「
在
西
刷
金
文
中
有
一

通
例
、
:
:
:
。
南
宮
柳
鼎
有

H

王
才
康
廟
べ
但
此
矯
王
在
康
廟
明

命
、
非
王
居
子
康
廟
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

(
初
)
『
考
I
U
撃
報
」
一
九
六
二
一
。
の
ち
「
唐
蘭
先
生
金
文
論
集
』

(
前
掲
)
に
再
録
。
唐
蘭
「
論
周
昭
王
時
代
的
青
銅
器
銘
刻
」
(
『
士
円

文
字
研
究
』
第
二
輯
、
一
九
八

O
年
。
の
ち
『
唐
蘭
先
生
金
丈
論

集
」
に
再
録
)
下
編
に
も
、
「
康
宮
問
題
」
に
閲
す
る
言
及
が
あ
る
。

(
出
)
劉
正
「
金
文
中
の
廟
制
に
闘
す
る
研
究
の
一
般
的
な
見
解
と
問
題

思
」
(
「
中
園
思
想
に
お
け
る
身
健
・
向
然
・
信
仰
」
東
方
書
席
、
二

O
O
四
年
)
に
「
康
宮
問
題
」
に
つ
い
て
の
事
説
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
社
勇
・
沈
長
雲
『
金
文
断
代
方
法
探
微
』
(
人
民
山
版
祉
、
二

O
O
二
年
)
も
ま
た
、
こ
の
「
康
宵
問
題
」
に
一
章
を
割
い
て
い
る
。

(
幻
)
た
と
え
ば
、
劉
正
『
金
文
廟
制
研
究
」
(
中
国
枇
曾
科
挙
出
版
祉
、

二
O
O
四
年
)
に
は
、
「
不
少
曲
学
者
曲
目
把
グ
侭
宮
。
稗
震
か
夷
宮
ヘ

此
説
戎
可
成
立
。
但
目
前
翁
止
、
還
浸
有
力
詮
詮
明
此
説
」
と
あ
る

よ
う
に
、
「
康
宮
問
題
」
は
決
定
的
な
史
料
に
訣
け
て
い
た
。

485 

」

(
お
)
拙
稿
「
呉
虎
鼎
銘
考
程
|
|
西
周
後
期
、
宣
王
朝
の
賓
像
を
求
め

て
」
(
『
史
箇
」
第
六
二
競
、
二

O
O
四
年
)

0

(
は
)
拙
著
第
I
部
・
第
二
章
・
第
二
節
「
周
王
朝
の
『
都
』
」
を
参
照

の
こ
と
。

(
お
)
士
円
本
道
雅
「
西
周
紀
年
考
」
(
「
立
命
館
文
内
子
』
第
五
八
六
焼
、
二

0
0
四
年
)
は
、
属
王
期
に
康
侭
(
呂
(
康
宮
得
宮
)
・
康
穆
宮
も
し

く
は
康
宮
の
得
大
室
・
穆
大
室
が
出
現
し
、
宣
王
期
に
康
宵
侭
宮
の

ほ
か
、
康
昭
宮
・
康
刺
宮
が
出
現
す
る
と
す
る
。

(
お
)
拙
稿
「
呉
虎
鼎
銘
考
稗
|
|
西
周
後
期
、
宣
王
朝
の
賓
像
を
求
め

て
」
(
前
掲
)

0

(
幻
)
「
春
秋
左
氏
惇
』
際
公
十
年
の
「
以
王
命
討
不
庭
」
の
よ
う
に
、

文
献
史
料
で
は
「
不
庭
」
と
表
記
さ
れ
る
。

(
お
)
開
土
鍾
(
四
四
六
九
了
戎
生
鋒
(
『
近
出
』
二
七
三
四
)
・
秦
公

基
(
四
コ
二
五
・
春
秋
E
B
)
・
秦
公
歯
車
(
二
七

O
)
に
も
「
不
廷
」

あ
る
い
は
「
不
廷
方
」
の
語
葉
が
み
え
る
。

(
お
)
拙
稿
「
呉
虎
鼎
銘
考
程
|
|
西
周
後
期
、
宣
王
朝
の
賓
像
を
求
め

て
」
(
前
掲
)
。

(
紛
)
「
史
記
』
周
本
紀
は
『
山
間
圭
目
』
諸
篇
を
ふ
ま
え
て
、
「
成
王
少
、

国
初
定
天
下
、
周
公
恐
諸
侯
昨
周
、
公
乃
婦
行
政
首
岡
。
管
叔
・
察

叔
葦
弟
疑
周
公
、
奥
武
庚
作
乱
、
昨
刷
。
周
公
奉
成
主
命
、
伐
諒
武

庚
・
管
叔
、
放
H

祭
叔
。
以
微
子
開
代
段
後
、
園
於
宋
。
頗
収
段
絵
民
、

以
封
武
王
少
弟
封
矯
衡
康
叔
。
:
:
:
初
、
管
・
察
昨
周
、
周
公
討
之
、

三
年
而
畢
定
、
故
初
作
大
詰
、
次
作
微
子
之
命
、
次
蹄
禾
、
次
嘉
禾
、

次
康
詰
・
酒
詰
・
梓
材
。
:
:
:
召
公
震
保
、
周
公
翁
師
、
東
伐
准
夷
、

残
奄
、
選
其
君
薄
姑
。
成
王
白
奄
蹄
、
在
宗
周
、
作
多
方
」
と
記
す
。
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(
社
)
『
詩
一
経
』
商
類
・
段
武
「
昔
有
成
湯
、
自
彼
氏
莞
、
莫
敢
不
来
享
、

莫
敢
不
来
玉
、
日
尚
是
常
」
の
「
不
来
享
」
が
こ
れ
に
相
賞
す
る
。

(
必
)
大
孟
鼎
銘
「
武
主
に
在
り
て
は
、
文
の
作
せ
し
邦
を
嗣
ぎ
」
の
よ

う
に
、
「
周
邦
」
と
は
文
王
に
か
け
て
語
ら
れ
る
周
王
朝
そ
の
も
の

を
指
し
て
い
る
。
「
四
方
」
は
「
寓
邦
」
か
ら
な
り
、
「
周
邦
」
は
そ

の
一
つ
で
あ
る
。

(
幻
)
白
川
静
「
金
文
補
稗
」
(
『
余
文
通
程
」
第
五

O
輯
、
一
九
七
九
年
、

の
ち
白
川
静
著
作
集
・
別
巻
『
金
文
通
科
六
』
平
凡
社
、
二

O
O
五

年
)
一
五
史
描
盤
は
、
こ
の
「
億
彊
」
の
「
彊
」
字
を
「
一
糧
索
」
の

「
橿
」
、
す
な
わ
ち
綱
紀
の
音
叫
に
解
稗
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

青
銅
器
銘
に
み
え
る
「
彊
」
字
の
用
例
は
、
「
高
年
無
彊
」
と
い
っ

た
椴
辞
を
除
け
ば
、
す
べ
て
土
地
の
彊
界
を
意
味
す
る
も
の
に
限
ら

れ
る
。

(
叫
)
青
銅
器
銘
に
み
え
る
歯
獲
の
一
覧
は
、
拙
著
第
I
部
・
第
一
章
・

第
二
節
「
わ
が
心
は
四
方
に
お
よ
ぶ
」
に
示
し
た
。

(
日
制
)
ヰ
ア
盛
平
『
西
岡
微
氏
'
家
族
青
銅
器
群
研
究
』
(
前
掲
)
を
参
照
。

(
必
)
作
冊
目
哀
隼
/
白
「
こ
れ
十
又
九
年
、
王
、
序
に
在
り
、
五
美
、
作

冊
E

一
尽
に
命
じ
、
夷
伯
を
安
ん
ぜ
し
む
」
(
-
立
九
八
九
・

I
B
/
五
回

O
七
・

I
B
)
。

(
幻
)
超
箪
/
白
「
こ
れ
十
又
三
月
辛
卯
、
王
、
序
に
在
り
、
超
に
采
を

賜
う
」
(
五
九
九
二
・

I
B
/
五
四
O
二
・

I
B
)
0

(
必
)
大
孟
鼎
は
「
人
一
同
の
駁
よ
り
庶
人
に
至
る
六
百
又
五
十
又
九
夫
を

賜
う
。
夷
嗣
王
臣
十
又
三
伯
、
人
一
局
千
又
五
十
犬
を
賜
う
」
と
い
う

人
民
・
隷
属
民
の
賜
興
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
宜
侯
矢

箆
「
宜
に
在
る
王
人
、
口
又
七
姓
を
賜
う
。
鄭
の
七
伯
、
厭
の
一
南
口

」

又
五
十
夫
を
賜
う
。
宜
の
庶
人
六
百
又
口
六
夫
を
賜
う
」
に
も
同
じ

よ
う
な
賜
興
が
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
大
量
の
人

民
・
隷
属
片
の
賜
奥
が
あ
っ
た
。

(ω)
王
朝
秩
序
に
つ
い
て
は
、
拙
著
第
一
部
・
第
一
章
「
周
の
領
域
と

そ
の
支
配
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
周
1

工
の
親
征
の
一
覧
は
、
拙
著
第
一
部
・
第
一
章
・
第
二
節
「
わ

が
心
は
四
方
に
お
よ
ぶ
」
に
示
し
た
。

(
日
)
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
器
で
、
そ
の
軍
事
活
動
に
言
及
す
る
も
の
を
示

せ
ば
、
伯
愈
父
一
小
臣
謎
基
「
東
夷
大
い
に
反
き
、
伯
慾
父
、
段
八

白
を
以
い
て
、
東
夷
を
征
す
」
(
四
一
二
三
八
三
九

-
E
A
)
・
呂
行

壷
「
伯
怒
父
北
征
し
、
こ
れ
還
る
」
(
九
六
八
九
)
o

伯
畔
父
一
競
白

「
こ
れ
伯
昨
父
、
成
自
を
以
い
て
東
命
に
印
き
、
南
夷
に
成
る
」

(
五
回
二
五
・

E
B
)
o
伯
羅
父
(
師
羅
父
ご
馬
甑
「
師
羅
父
成
り

て
、
古
自
に
在
り
」
(
九
四
八

-
H
)
・
馬
鼎
「
師
羅
父
、
道
を
省
し
、

訣
に
至
る
」
(
二
七
一
二

-
E
B
)
・
恭
箪
「
伯
羅
父
来
る
に
訣
よ
り

す
」
(
四
一
一
一
二

-
H
B
)
・
椅
白
「
箱
、
師
羅
父
に
従
い
、
士
口
自
に

成
る
」
(
五
四
一
一
)
・
恭
或
白
「
王
、
或
に
命
じ
て
日
く
、
あ
あ
、

准
夷
敢
え
て
内
岡
を
伐
つ
、
汝
そ
れ
成
周
師
氏
を
以
い
、
士
口
自
に
成

れ
、
伯
羅
父
、
恭
の
一
暦
を
蔑
す
」
(
五
四
一
九
二

0
・
E
B
)
・
阪

第
「
欧
、
師
羅
父
に
従
い
、
古
自
に
成
る
の
年
」
(
六
O
O
八
)
と

な
る
。
白
川
静
『
西
周
史
略
」
第
三
章
・
一
「
康
昭
期
の
南
征
」

(
『
金
文
通
程
』
第
四
六
輯
、
一
九
七
七
年
。
の
ち
白
川
静
著
作

集
・
別
審
『
金
文
通
稗
六
』
平
凡
枇
、
二

O
O
五
年
)
を
参
照
の
こ

と
。
な
お
、
白
川
氏
は
宗
周
鐘
を
昭
王
自
作
器
と
す
る
立
場
を
堅
持

す
る
が
、
こ
れ
は
属
王
肖
作
器
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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(
臼
)
明
公
隼
の
作
器
者
明
公
は
、
成
周
の
康
宮
に
言
及
す
る
令
方
隼
/

方
葬
に
登
場
し
て
い
た
「
周
公
の
子
明
保
・
明
公
」
と
同
一
人
物
と

考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
文
王
・
武
王
の
事
績
に
つ
い
て
遼
盤
銘
は
「
段
を
援
ち
、
天
の
魯

命
を
暦
受
し
、
四
方
を
旬
有
せ
り
」
と
記
す
が
、
こ
れ
は
文
王
の
事

績
「
天
の
魯
命
を
暦
受
し
」
と
武
王
の
事
績
「
段
を
捷
ち
」
「
四
方

を
伺
有
せ
り
」
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
李
事
勤
「
戎
生
編
鐘
論
調
梓
」
(
『
文
物
」
一
九
九
九
|
九
)

0

(
日
)
「
周
邦
に
成
る
有
り
(
有
成
子
周
邦
)
」
は
「
有
成
事
」
あ
る
い

は
「
有
爵
子
周
邦
」
と
い
う
表
現
に
類
似
し
て
お
り
、
臣
下
の
動
功

を
指
し
示
す
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
小
南
一
郎
「
西
周
王
朝
の
成
周
経
営
」

(
『
中
園
文
明
の
形
成
』
朋
友
書
席
、
二

O
O
五
年
)
に
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

(
日
)
拙
著
第
E
部
・
第
二
章
「
西
周
の
官
制
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
関
)
貝
塚
茂
樹
『
中
阿
古
代
史
皐
の
設
展
」
(
弘
文
堂
、
一
九
四
六
年
。

の
ち
貝
塚
茂
樹
著
作
集
第
四
巻
、
中
央
公
論
祉
、
一
九
七
七
年
に
再

録
)

0

(
印
)
『
岡
正
巴
魯
語
下
に
は
「
周
恭
王
能
庇
昭
・
穆
之
閥
而
矯
恭
、
楚

恭
王
能
知
其
週
向
矯
恭
」
と
い
う
関
馬
父
の
溌
言
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
共
王
(
恭
王
)
の
具
髄
的
な
事
績
の
記
憶
に
結
び
つ
い

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

(
削
)
刷
本
紀
以
外
で
は
、
秦
本
紀
「
非
子
居
犬
丘
、
好
馬
及
畜
、
善
養

息
之
。
犬
丘
人
言
之
刷
孝
王
、
孝
-
土
有
使
主
馬
子
、
叶
沼
之
間
」
、
斉

太
公
世
家
「
哀
公
時
、
紀
侯
諮
之
周
、
刷
烹
哀
公
而
立
其
弟
静
、
日
正

487 

」

策
胡
公
。
胡
公
徒
都
薄
姑
、
而
首
周
夷
王
之
時
」
、
街
康
叔
世
家

「
頃
侯
厚
賂
周
夷
玉
、
夷
王
ム
叩
衛
策
侯
」
、
楚
腔
家
「
骨
回
周
夷
王
之

時
、
王
室
微
、
諸
侯
或
不
朝
、
相
伐
。
熊
渠
甚
得
江
漢
間
民
和
、
乃

血
ハ
兵
伐
庸
・
楊
函
号
、
至
子
部
」
の
記
事
が
遣
さ
れ
て
い
る
。
資
太
公

世
家
の
「
周
烹
哀
公
」
は
「
竹
書
紀
年
』
の
記
事
と
同
じ
内
零
を
惇

え
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
諸
侯
在
位
な
ど
の
指
標
と
し
て
周
王
が
言

及
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

(
m
U
)

康
宮
諸
『
一
呂
に
共
王
・
殻
王
・
孝
王
の
宮
廟
が
み
え
ず
、
夷
王
(
得

王
)
の
宮
廟
が
み
え
る
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
の

ル

勺

み

う

か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
逮
盤
銘
は
速
の
皇
考
共
叔
が
「
仕
え

た
」
属
王
の
事
績
に
つ
い
て
も
沈
歎
し
て
い
る
。
属
ア
工
の
事
績
を
語

る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
そ
の
暴
虐
・
奔
裁
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
か
ら
、
一
族
の
動
功
を
誇
ろ
う
と
す
る
盤
銘
は
、
そ
の
事

績
に
つ
い
て
何
も
書
き
え
な
か
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

(
臼
)
沈
長
雲
「
論
周
康
王
」
(
『
西
周
史
論
?
げ
人
集
下
』
険
西
歴
史
博
物

館
、
一
九
九
三
年
了
同
「
論
成
康
時
代
和
成
康
時
代
的
銅
器
銘
刻
」

(
「
中
原
文
物
」
一
九
九
七
|
一
一
)
は
、
康
王
に
閲
す
る
文
献
史
料

と
余
文
史
料
の
相
買
を
問
題
に
し
て
い
る
。

(
臼
)
「
有
子
』
大
略
篇
「
文
王
諒
四
、
武
王
諒
二
、
周
公
卒
業
、
至

成
・
康
、
則
案
無
諒
己
」
も
ま
た
成
王
・
康
王
期
の
安
寧
を
い
う
。

『
園
証
巴
周
語
下
「
自
后
稜
以
来
寧
乱
、
及
文
・
武
・
成
・
康
而
僅

克
安
民
。
白
后
稜
之
始
基
靖
民
、
卜
五
王
而
文
始
卒
之
、
十
八
王
而

康
克
安
之
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
成
五
の
洛
邑
(
成
周
)
建
設
は
、
『
向
書
』
召
詰
・
洛
詰
や
『
漁
一

刷
書
』
度
邑
解
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
洞
隼
銘
は
成
周
建
設
を
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惇
え
る
青
銅
器
銘
と
し
て
貴
重
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
成
周
建
設
が

武
王
の
遺
志
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
這
治
「
周
武

王
と
縫
口
巴
|
|
洞
隼
銘
と
『
漁
一
周
童
H

』
度
邑
」
(
『
内
田
吟
風
博
士
領

書
記
念
束
洋
史
論
集
』
一
九
七
八
年
。
の
ち
『
中
園
古
代
図
家
の
支

配
構
造
』
中
央
公
論
壮
、
一
九
八
七
年
に
改
訂
・
再
録
)
を
参
照
の

こ
と
。
武
王
と
成
主
を
一
組
と
す
る
言
説
は
宜
侯
矢
基
銘
に
も
み
え

て
い
た
が
、
ほ
か
に
林
断
代
I
B
の
作
明
大
方
鼎
「
八
ム
束
、
武
王
・

成
王
の
楳
鼎
を
鋳
る
」
と
い
っ
た
事
例
が
あ
る
。
か
つ
て
、
成
王
は

武
王
と
統
言
さ
れ
る
玉
で
あ
っ
た
が
、
西
周
の
中
頃
か
ら
文
王
・
武

王
統
ニ
丙
の
言
説
が
優
勢
と
な
り
、
か
つ
康
王
「
濁
等
」
が
認
め
ら
れ

た
結
果
、
成
王
は
孤
立
し
た
王
と
な
っ
て
し
ま
う
。
胤
の
東
遷
は
、

周
人
た
ち
が
そ
の
成
一
土
の
記
憶
を
再
確
認
す
る
契
機
と
な
っ
た
だ
ろ

、つノ。

(
日
)
『
閥
語
』
周
語
下
に
「
叔
向
告
之
目
、
:
:
:
且
其
語
説
美
天
有
成

命
、
煩
之
盛
徳
也
o

其
詩
日
、
:
:
・
、
是
這
成
王
之
徳
也
。
成
王
能

明
文
昭
、
能
定
武
烈
者
也
」
と
あ
る
。
鄭
筆
は
「
文
王
・
武
王
受
其

業
、
施
行
道
徳
、
成
此
王
功
」
と
解
穫
し
、
成
王
へ
の
言
及
を
認
め

な
い
が
、
『
詩
集
停
』
「
二
后
、
文
・
武
也
。
成
王
、
名
詞
、
武
王
之

子
也
」
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

(
前
)
『
詩
集
停
」
「
此
祭
武
王
・
成
工
十
康
王
之
詩
。
競
、
強
也
o

ニ一日

武
王
持
其
白
強
不
息
之
心
、
故
其
功
烈
之
成
川
、
天
下
莫
得
而
競
、
山
豆

不
額
哉
。
成
王
・
康
玉
之
徳
、
亦
上
帝
之
所
君
也
」
。
ち
な
み
に
毛

俸
は
「
不
嶺
子
其
成
大
功
而
安
之
也
。
:
:
:
白
彼
成
康
、
用
彼
成
ハ
女

之
這
也
」
と
解
蝉
押
し
、
鄭
姿
は
こ
れ
を
「
不
額
千
其
成
安
組
考
之
遁
、

言
其
又
額
也
。
:
:
:
武
王
用
成
安
祖
考
之
遁
、
故
受
命
伐
材
、
定
天

」

下
矯
周
」
と
敷
街
す
る
。

(
門
別
)
松
本
雅
明
『
詩
一
経
諸
篇
の
成
立
に
闘
す
る
研
究
』
(
東
洋
文
庫
、

一
九
五
八
年
。
の
ち
松
本
雅
明
著
作
集
(
五
)
(
六
)
、
弘
生
書
林
、

一
九
八
六
年
)
、
白
川
静
『
詩
経
研
究
通
論
篇
』
(
前
掲
)
。

(
侃
)
『
史
記
』
-
二
代
世
表
。
『
春
秋
左
氏
停
』
昭
公
一
二
年
「
昔
、
我
先

王
熊
緯
、
奥
呂
仮
・
王
孫
牟
・
隻
父
・
禽
父
並
事
康
王
」
と
い
う
記

事
を
、
『
史
記
』
楚
世
家
は
成
王
の
時
代
に
か
け
、
「
熊
緯
嘗
周
成
王

之
時
、
奉
文
・
武
勤
労
之
後
嗣
、
而
封
熊
緯
於
楚
蛍
、
封
以
子
男
之

田
、
姓
半
氏
、
府
丹
陽
」
と
記
す
。
吉
本
道
雅
「
先
秦
王
侯
系
譜

考
」
(
前
掲
)
・
「
古
代
中
園
の
系
譜
を
讃
み
解
く
」
(
『
古
代
王
権
の

誕
生
』
角
川
書
庖
、
二

O
O
三
年
)
を
参
照
。

(ω)
「
後
漢
書
」
西
売
停
は
「
竹
書
紀
年
』
に
振
り
つ
つ
、
王
季
の
征

討
活
動
を
数
多
く
記
し
て
い
る
。
注
に
引
か
れ
た
『
竹
書
紀
年
」
を

挙
げ
れ
ば
、
「
武
乙
三
十
五
年
、
刷
王
手
伐
西
落
鬼
戎
、
作
二
十
翠

王
」
の
ほ
か
、
「
太
丁
二
年
、
周
人
伐
燕
京
之
戎
、
周
師
大
敗
」
「
太

丁
四
年
、
周
人
伐
余
無
之
戎
、
克
之
。
周
王
季
命
潟
股
牧
師
也
」

「
太
丁
七
年
、
周
人
伐
始
呼
之
戎
、
克
之
。
十
一
年
、
周
人
伐
緊
徒

之
戎
、
捷
其
三
大
夫
」
と
な
り
、
王
季
の
時
代
に
「
西
落
鬼
戎
」
以

外
に
も
数
多
く
の
軍
事
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(
刊
)
吉
本
這
雅
「
西
周
紀
年
考
」
(
前
掲
)
は
、
『
竹
書
紀
年
』
「
刷
昭

王
十
九
年
、
:
:
:
喪
六
師
於
渓
」
の
記
事
が
、
康
王
在
位
一
九
年
の

序
地
で
の
活
動
の
靴
停
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
序
地
の
比
定
に

つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
か
つ
采
土
の
賜
奥
や
夷
伯
の
安
撫
と
い
っ
た

序
地
で
の
事
績
と
も
一
致
し
な
い
が
、
あ
る
い
は
「
十
九
年
」
の
記

憶
は
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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(n)
畢
命
本
文
は
漢
代
に
は
惇
わ
ら
ず
、
現
行
本
畢
ム
叩
は
俗
古
文
で
あ

る
。
現
行
本
書
序
に
は
「
康
王
命
作
冊
畢
、
分
居
里
、
成
周
郊
、
作

畢
ム
叩
」
と
あ
り
、
『
史
記
』
周
本
紀
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。

489 

十

(η)
た
と
え
ば
、
周
南
・
閲
推
に
つ
い
て
の
魯
詩
説
「
周
衰
而
詩
作
、

蓋
康
玉
時
也
。
康
玉
徳
鉄
於
房
、
大
臣
刺
曇
、
故
詩
作
」
の
言
説
は

後
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
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THE RECALLED HISTORY OF THE WESTERN ZHOU:

DECIPHERING THE INSCRIPTION OF LAI PAN

MATSUI Yoshinori

The Lai pan ~m, a bronze vessel, discovered in January, 2003 in Yangjia

village *~**t in Meixian county J§ML*, Shanxi ~[9 records the exploits of twelve

monarchs across eleven generations, i.e., kings Wen X.3:., WU iEt.3:., Cheng

fflt.3:., Kang m.3:., Zhao BH.3:., Mu lS.3:., Gong j:t..3:., Yi i~.3:., Xiao #.3:., Yi ~.3:.,

Li ~.3:., and King Xuan 1[.3:. who was served by Lai. When combined with the

Shi-Qiang pan 5l:.~im, a vessel, which refers to the reigns from King Wen to King

Gong, it is possible to confirm the orthodox lineage of the kings of the Western

Zhou by inscriptions on bronze vessels.

The Lai pan highlights the service of the Shan clan ¥~ to the kings of Zhou

since Shangong ¥~, who had served King Wen and King Wu. However, this

assertion is nothing other than the reuse of the claims of the late Western Zhou

that recounted the founding of the dynasty by taking Wen and Wu as a single unit.

The large size of the group of bronze pieces left by Lai (12 three-legged basins

~~, 1 four-legged pot ~, 1 shallow vessel m, and 4 bells ii) and the inscriptions

on them do indicate the influential Lai did serve the court of King Xuan, but the

attempt to link his ancestors to the memory of the founders of the dynasty was

meant to garner prestige and authority. As a result of extending the family lineage

back to the period of the founding of the dynasty, he mimicked the joint record of

kings Wen and Wu, and combined King Zhao and Mu, and then King Gong and Yi

i~.3:., and Xiao and Yi ~.3:. on the Lai pan so that each would correspond with

one of his ancestors in order to disguise the contradiction with the actual lineage.

Despite this fact, King Cheng and King Kang are not combined in the Lai pan

inscription. Each is treated as a separate king corresponding to one of the Lai

ancestors. Tang Lan ~M has previously proposed that the Kang gong mg
inscribed on the bronze vessels referred to the mausoleum of King Kang and

argued that the Kang gong occupied the leading position among the mausoleums of

the kings of Zhou, but because the inscription on the Lai pan does not attempt to

combine the two kings, it may be supposed that this is somehow related to the

Kang gong's special position. However, this special position of the Kang gong

cannot be confirmed immediately after the death of King Kang. Confirmation of

- 1 -
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such a position can be confirmed only after the ruling order of the dynasty was

shaken, when revolts occurred successively in the reigns of King Li and Xuan and

when the full-fledged foreign campaigns of King Kang's reign were viewed in

hindsight. The inscription on the Lai pan vessel reflects the historical

consciousness of the later Western Zhou. The joint record of the foreign

expeditions of Kings Zhao and Mu and the silence on the exploits of kings Gong,

Yi t~.=E, Xiao, and Yi ~.=E were carried on in the later historical sources.

MILITARY CEREMONIALS AND SOCIAL ORDER IN THE PERIOD

OF UPHEAVAL BETWEEN THE TANG AND SONG DYNASTIES

MARUHASHI Mitsuhiro

This study focuses on military ceremonials, and in particular the imperial hunt

EB 1m and military drills ~iEt, in analyzing how social order was meditated by

military affairs in the period of upheaval between the Tang and Song dynasties.

In the early period of the Tang dynasty the emperor, foreign embassies,

leading civilian and military officials, soldiers and ordinary citizens would all

assemble for the imperial hunting expeditions and ceremonial military drills. These

assemblies served as representations of the Tang imperial order. The participants

would follow a program prescribed in the classics and jointly conduct military

exercises. They would thereby confirm their individual places in the imperial

order. Moreover, in the case of the imperial hunt, a portion of the game that had

been caught during the hunt was shared by the participants in a communal meal,

and another portion was used as an offering at the tomb of the imperial ancestors.

This practice also emphasized the unity of the entire empire, including the imperial

ancestors.

Military ceremonials, however, changed greatly as time passed. In the case

of the imperial hunt, the practice of the emperor and his subjects exchanging the

game taken and other items spread during the late Tang. Then in the Sung, the

practice of offering game to the imperial tomb itself died out. In short, the fact

that the fruits of this military training were shared in a reciprocal, quid pro quo,

manner by sovereign and subject rather than shared communally among the

members of the empire, was important as a turning point in the mediation

between the two.

A similar phenomenon occurred in the case of military drills. In other words,
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